
令和 6 年度組合運営実務講習会 組合運営試験対策 

 

令和 6 年 9 月 17 日（木）14：00～17：00 

①自己紹介  

②組合士試験全体の試験概要 

  ・受験資格  なし（組合士として認定されるには組合等での 3 年以上の実務経験が必要） 

  ・試験科目  組合会計、組合制度、組合運営の 3 科目 

     〇組合会計 10：00～12：00（2 時間） 

     〇組合制度 13：00～14：20（1 時間 20 分） 

     〇組合運営 14：40～16：00（1 時間 20 分） 

  ・試 験 日  令和 6 年 12 月 1 日（日） 

  ・試 験 地  ホテル札幌ガーデンパレス（予定） 

  ・願書受付期間  令和 6 年 9 月 2 日（月）～10 月 21 日（月） 

  ・合格発表  令和 7 年 3 月 3 日（月） ※認定には組合等で 3 年以上の実務経験が必要 

③組合運営の試験について 

  第 1 問    400 字の小論文 

    令和 2 年度 中小企業組合の共同事業の効果を高めるためには、利用状況と 

          投資効果の把握が不可欠である。その際に重要と思われるポイ 

ントを 400 字以内で記述しなさい。 

    令和 3 年度 テレワーク導入において中小企業組合が果たす役割について、 

          解答用紙の解答欄に 400 字以内で記述しなさい。 

    令和 4 年度 2020 年以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に対して、あなた 

          が属する中小企業組合、またはあなたが知見する中小企業組合では 

          どのような対策を行うことが考えられるか、また、その課題や今後 

          の取り組みについて、解答用紙の解答欄に 400 字以内で記述しなさい。 



    令和 5 年度 生産年齢人口の減少傾向のなか、コロナ禍から経済回復も加わって、 

          中小企業の人手不足は一段と深刻度を増している。 

          組合員企業や組合の人手不足対策・人材獲得対策として、どのような 

          取り組みが必要か。またその課題について 400 字以内で記述しなさい。 

 小論文の試験対策として・・・ 

  ◎基準及び原則は必ず覚える（組合制度の試験でも必須です） 

      ①相互扶助目的②加入脱退の自由③議決権・選挙権の平等 

      ④剰余金配当の基準⑤直接奉仕の原則⑥政治的中立の原則 

  ◎最新（2024 年版）の中小企業白書を読み中小企業・小規模事業者の動向を確認（今年だと

コロナ渦から社会経済活動が正常化していること、物価高、地震等の災害対策・・・） 

   現状認識をした上で現状を打開する他の組合、企業の事例を所属する組合（企業） 

   に置き換えて考えておく。 

  ◎書くことがわからなくても 400 字記入！ 

 小論文試験当日の解き方（私の解き方ですが・・） 

  ①問題を見たらまず解答に使えるキーワードを書き出す。 

  ②すぐに解答を始めずに解答の全体像を考える（どのキーワードの説明に何行使うか） 

  ③キーワードをつなぎ合わせ 400 字にして解答、点数には関係ないと思われるが採点者の 

   心象も変わるので字は丁寧に書く。 

 ※小論文で詰まってしまい他の問題の解答時間が無くなってしまう可能性もあるので小論文は

最後に解くことをおすすめします、小論文から始める場合は細かいところは気にせず、解答用紙

を埋められたら次の問題へ進み余った時間で細かいところを直していく。 

第 2 問    語群選択＜組合の経済事業＞ 

  過去の問題では共同事業、共同販売、共同購買、共同受注、官公需適格組合、金融事業、 

組合制度から出題。 

「組合事業運営論Ⅰ」で知識を深める、「共同事業」「共同金融」「官公需関連」が多く出題 



されている。 

第 3 問    正誤問題＜組合運営及び共同事業の運営＞ 

  組合運営全般から出題、組合制度が基となっているので組合制度を理解していれば解ける 

  問題が多い。 

第 4 問    文章選択＜中小企業施策＞ 

 出題範囲が広く網羅するのは難しいが、400 字論文にも使えるので最新の中小企業 

 白書は読んでおく。 

第 5 問    文章選択＜労務管理・労働法＞ 

  令和 2 年度 1. 採用 2.労働時間管理 3.休業手当 4.労働組合 5.継続雇用 

  令和 3 年度 1. 同一労働賃金 2. 外国人・高齢者の雇用 3. 育児・介護休業 

        4. 採用 5. 休業手当 

  令和 4 年度 1.就業規則 2.若者雇用促進法、障害者雇用促進法 3.雇用保険制度 

        4.賃金の支払い 5.解雇 

  令和 5 年度 1.労働条件 2.賃金 3.労働時間 4.時間外労働 5.特殊な労働時間制度 

        6.育児休業、産前産後休業 7.労働時間の状況の把握について 8.雇用形態 

        9.人材開発支援助成金 10.最低賃金 

・労働関係法ポイントがあれば要確認、勉強しておけばわかる問題が運営の試験の中 

 では多いのでここで確実に点数を稼ぎたい。 

・基本労働者側が不利な回答は誤り。 

・賃金支払いの 5 原則 ①通貨で②直接③全額を④毎月 1 回以上⑤一定期間に 

・就業規則の作成・届出・変更の義務（第 89 条、第 90 条、第 92 条） 

65 歳までの雇用確保措置義務 はしっかり勉強しておく。 

 

 



令和 6 年度組合運営実務講習会 組合運営試験対策 

 

①2024 年版中小企業白書・小規模企業白書 

 

②出題の傾向と対策 15Ｐ～組合の経済事業 

 

② 出題の傾向と対策 22P～組合運営及び共同事業の運営 

 

③ 出題の傾向と対策 28Ｐ～中小企業施策 

 

④ 出題の傾向と対策 34P～労務管理・労働法 

 

⑥時間が余れば過去問実施 





 





 





 









 















































































































 

























































































































































































令和２年度

中小企業組合検定試験問題

組 合 運 営

〔注意事項〕

１．試験時間は、午後２時40分から午後４時までの１時間20分です。

２．解答は、すべて解答用紙に記入して下さい。

３．試験問題は、持ち帰って差し支えありません。

禁複写・転載

令和５年度

３．組 合 運 営
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【第１問】�

　中小企業組合の共同事業の効果を高めるためには、利用状況と投資効果の把握が不可欠で
ある。その際に重要と思われるポイントを、400字以内で記述しなさい。
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【第１問】�

　中小企業組合の共同事業の効果を高めるためには、利用状況と投資効果の把握が不可欠で
ある。その際に重要と思われるポイントを、400字以内で記述しなさい。
生産年齢人口の減少傾向のなか、コロナ禍からの経済回復も加わって、中小企業の人手不
足は一段と深刻度を増している。組合員企業や組合の人手不足対策・人材獲得対策として、
どのような取り組みが必要か。またその課題について 400 字以内で記述しなさい。
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【第２問】�
　次の文章は、組合の経済事業について述べたものである。文中の ① ～ ⑤
は下記語群ア～ケの中から、また、 ⑥ ～ ⑩ の共同金融事業については下記
語群タ～ネの中から最も適切なものを選び、その記号を解答用紙の解答欄に記入しなさい。

１�．組合事業の利用は、組合の主旨から組合員の利用が原則であり、組合員以外の者に対す
る ① までの利用供与は、あくまでも施設に余裕があり組合員の利用に支障がな
い場合に限り認められる。

２�．共同販売事業の形態には個別販売方式と総合販売方式がある。総合販売方式を実施する
場合には、製品の ② 統一が前提となる。

３�．原則として、共同購買事業の仕入の対象となる商品は、 ③ 性、優劣性、廉価
性を備えたものでなければならない。

４�．共同受注事業は、注文の共同引受という意味のみから考えれば、共同 ④ 事業
とまったく類似しており、その事業範囲を限定することは難しい。

５�．官公需は、そのつど、そのつどの ⑤ であるので、官公需共同受注事業におい
ては見積金額の計算基礎となる原価計算の仕方が重要なカギとなっている。

６�．共同金融事業における手形貸付については、組合と借主たる組合員との間に金銭の�
消費貸借契約が成立し、その債権確保の方法として、組合員から組合を受取人とする

⑥ を振出させ、貸出日から支払期日までの期間の利息を手形額面から差し引い
て融資が行われるのが普通である。

７�．金融事業の迅速かつ適正な運営を図るために、 ⑦ 委員会を設けることも有意
義である。 ⑦ 委員会は通常理事会の諮問機関として設けられる。

８�．設備資金の資金使途面の調査では、“新設設備稼働後の予想税引後利益と ⑧ に
よって余裕をもって分割返済可能か”についての調査が必要となる。

９�．主な担保権として法律によって定められているものとして抵当権、質権があり、判例に
よって認められているものとして ⑨ がある。

10�．担保契約の締結の際には、担保となる物件によっては、確定日付や登記・登録などの
⑩ 対抗要件を充足する手続きが必要になる。

次の文章の１．～５．は中小企業組合の共同事業について、６．～ 10. は中小企業組合の
共同事業のうち金融事業について述べたものである。文中の　　①　　～　　⑤　　の中に
は下記語群ア．～コ．の中から、　　⑥　　～　　⑩　　中には下記語群タ．～ノ．の中か
ら最も適切な語句を選び、その記号を解答用紙の解答欄に記入しなさい。

１．共同事業の選択に当たっては、事業の陳腐化を招かぬように実施事業の見直しを行い、
常に組合員の　　①　　に合致する事業をとり上げるよう努める必要がある。

２．共同販売事業の一つである買取販売は、組合自体の責任においてその買取価格や数量
あるいは取引の時期を判断して組合員と取引するところに、　　②　　との差異がある。

３．共同購買事業における在庫管理の方式としては一般に３通りの方式がある。そのうち	
　　③　　方式は、一定期ごとに将来の払い出し予想をたて、その数量とその時点での
在庫量及び注文残高から計算した最小限の補充注文を行う方式である。

４．共同受注事業の一括受注とは、取引先からの注文を組合で一括して引受け、それを組
合員に　　④　　に割当て、生産、加工などを行わせ、検査を行った後、発注先へ納品
し、代金を組合で決済する方法である。

５．共同検査事業のメリットとして、　　⑤　　を消費者に認識させることにより、流通
上の商標としての効果が期待されることが挙げられる。

６．組合が債務の保証を行う場合は、事業年度の当初において、その年度の保証金額の	
　　⑥　　及び１組合員に対する保証金額の　　⑥　　を定めることが適当である。

７．金融事業を運営するに当たっては、出来れば最初に　　⑦　　を制定して、金額、期
間、担保、保証人、利率、手数料などについて基準を作り、以後はその基準に依って運
営するのがよい。

８．資金使途面の調査とは、申込者の所要資金計画を把握して、現在の業況や将来計画か
らみて必要かつ適切な資金か、　　⑧　　等からみて妥当な金額であるかを検討するこ
とである。

９．　　⑨　　とは、債務者又は第三者が有する不動産などを、その占有を移さずに債務
の担保に提供させることをいう。

10．貸付の審査、貸付の実行、貸付金の回収に係る経理処理を中心とした一連の事務手続
きには、処理の正確さや公正を期するために組合事務局内で　　⑩　　体制が確立され
ていることが望ましい。
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【第２問】�
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は下記語群ア～ケの中から、また、 ⑥ ～ ⑩ の共同金融事業については下記
語群タ～ネの中から最も適切なものを選び、その記号を解答用紙の解答欄に記入しなさい。

１�．組合事業の利用は、組合の主旨から組合員の利用が原則であり、組合員以外の者に対す
る ① までの利用供与は、あくまでも施設に余裕があり組合員の利用に支障がな
い場合に限り認められる。

２�．共同販売事業の形態には個別販売方式と総合販売方式がある。総合販売方式を実施する
場合には、製品の ② 統一が前提となる。

３�．原則として、共同購買事業の仕入の対象となる商品は、 ③ 性、優劣性、廉価
性を備えたものでなければならない。

４�．共同受注事業は、注文の共同引受という意味のみから考えれば、共同 ④ 事業
とまったく類似しており、その事業範囲を限定することは難しい。

５�．官公需は、そのつど、そのつどの ⑤ であるので、官公需共同受注事業におい
ては見積金額の計算基礎となる原価計算の仕方が重要なカギとなっている。

６�．共同金融事業における手形貸付については、組合と借主たる組合員との間に金銭の�
消費貸借契約が成立し、その債権確保の方法として、組合員から組合を受取人とする

⑥ を振出させ、貸出日から支払期日までの期間の利息を手形額面から差し引い
て融資が行われるのが普通である。

７�．金融事業の迅速かつ適正な運営を図るために、 ⑦ 委員会を設けることも有意
義である。 ⑦ 委員会は通常理事会の諮問機関として設けられる。

８�．設備資金の資金使途面の調査では、“新設設備稼働後の予想税引後利益と ⑧ に
よって余裕をもって分割返済可能か”についての調査が必要となる。

９�．主な担保権として法律によって定められているものとして抵当権、質権があり、判例に
よって認められているものとして ⑨ がある。

10�．担保契約の締結の際には、担保となる物件によっては、確定日付や登記・登録などの
⑩ 対抗要件を充足する手続きが必要になる。

〔①～⑤の語群〕
	 ア．能力	 イ．総合販売	 ウ．定量発注	 エ．委託販売	 オ．製品
	 カ．定期発注	 キ．検査マーク	 ク．公平	 ケ．任意	 コ．ニーズ

〔⑥～⑩の語群〕
	 タ．不動産	 チ．金融事業規約	 ツ．最高限度	 テ．相互牽制	 ト．質権
	 ナ．平均額	 ニ．返済能力	 ヌ．抵当権	 ネ．借入申込書	 ノ．合理化
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【第３問】�
　次に掲げた文章について、運営上の判断として適切なものには○印を、適切でないものに
は×印を解答用紙の解答欄に記入しなさい（全部に○印のみ、又は×印のみをつけた場合
は、無効回答とします。）。

１．組合員が200人を下回ったが、総代会を開催した。

２�．新型コロナウイルス感染症への感染リスクを考慮して日時、場所等を特定せず書面のみ
で総会の議決を行った。

３．臨時総会を開催し、次年度の事業計画と収支予算を審議した。

４�．理事８人（定数６人以上８人以内）の組合において３人の理事が同時に辞任し、５人と
なった。理事定数の下限を下回った場合、辞任した理事には残任義務が生じるが、この場
合３人全員に残任義務が生じると解釈し、理事会の開催通知を発出した。

５．理事会で審議事項の決議を行ったが、可否同数になったので理事長が最終判断を行っ
た。

６�．新型コロナウイルス感染症の感染予防のために、監事会の開催を中止し、監事の所属す
る企業において監査を実施してもらい、監査報告書を郵送してもらうことにした。

７．組合員から解散した旨の連絡を受けたので、年度途中に持分を払い戻した。

８�．協同組合の組合員から本来90日前までになされるべき脱退予告が60日前になされたが、
組合運営に支障がないことを確認し、認めることとした。

９�．組合員の共同施設の利用が80％に留まっていたので、残りの20％を組合員以外の者に利
用させた。

10�．卸売業者で組織する協同組合で共同仕入事業を実施していたが、仕入先の業態変化への
対策として共同仕入を行った物品の販売の共同化を行った。

次に掲げた１．～ 10. の文章について、運営上の判断として適切なものには○印を、適切
でないものには×印を解答用紙の解答欄に記入しなさい（全部に○印のみ、又は×印のみを
付けた場合は、無効とします）。

１．ネット配信者が集まってプラットフォーム型の事業協同組合を設立することを検討し
ている。その会合において、一部の者が、組合の名称を「プラットフォーム事業協同組
合ユーチューバーの会」とすることを提案したが、協同組合の文字が組合名称の真ん中
に位置することは中小企業等協同組合法に抵触するので、取り止めた。

２．令和５年度通常総会において、電気料金高騰への対処として共同受電事業を行うため
の定款変更に関する緊急議案の採決を行った。その際、議案の全てに賛成する旨の記載
がある書面議決書は緊急議案についても賛成する趣旨であるとして、これを賛成票に計
上した。

３．Ａ食品製造業協同組合は、組合員の従業員の賃上げ原資を確保するため、販売先であ
る大手食品卸売会社との間で「団体協約」を締結し、すべての組合員の価格転嫁を推進
することとしている。もっとも、「団体協約」は組合員が大手原材料卸売会社から仕入
れる取引価格については決定することができないことから、現状、団体協約の締結先は
販売先の大手食品卸売会社との間でしか締結していない。

４．令和５年度通常総会において、Ａ組合員はＢ組合員から総会にかかるＢ組合員の一切
の権利の行使につき代理権の付与を受け、その旨記載したＢ組合員作成の委任状を持参
した。Ａ組合員は、すべての議案について、本人分は賛成、代理人分は反対とし、賛否
を統一せずに議決権を行使したが、このような議決権行使も適正であるため、本人分は
賛成、代理人分は反対として集計を行った。

５．令和５年度通常総会の当日、組合員本人でなく組合員の息子と称する者が総会の受付
に来た。その者は代理権を証する書面を持参していなかったことから、議場のオブザー
バー席に座ることは認めたが、議決権の行使は認めなかった。

６．Ａ協同組合の理事長は、株式会社への組織変更を考えたが、株式会社への組織変更は、
企業組合と協業組合にのみに認められていることから、組織変更を諦め、当該事業を売
却することにした。

７．円安が急激に進行している中、組合員が原材料を安定的に確保できるようにするため、
金融機関に対する債務だけでなく、組合員が原材料購入先の会社に対して負担する債務
についても組合が保証できるよう、臨時総会を開催して定款を改正した。
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【第３問】�
　次に掲げた文章について、運営上の判断として適切なものには○印を、適切でないものに
は×印を解答用紙の解答欄に記入しなさい（全部に○印のみ、又は×印のみをつけた場合
は、無効回答とします。）。

１．組合員が200人を下回ったが、総代会を開催した。

２�．新型コロナウイルス感染症への感染リスクを考慮して日時、場所等を特定せず書面のみ
で総会の議決を行った。

３．臨時総会を開催し、次年度の事業計画と収支予算を審議した。

４�．理事８人（定数６人以上８人以内）の組合において３人の理事が同時に辞任し、５人と
なった。理事定数の下限を下回った場合、辞任した理事には残任義務が生じるが、この場
合３人全員に残任義務が生じると解釈し、理事会の開催通知を発出した。

５．理事会で審議事項の決議を行ったが、可否同数になったので理事長が最終判断を行っ
た。

６�．新型コロナウイルス感染症の感染予防のために、監事会の開催を中止し、監事の所属す
る企業において監査を実施してもらい、監査報告書を郵送してもらうことにした。

７．組合員から解散した旨の連絡を受けたので、年度途中に持分を払い戻した。

８�．協同組合の組合員から本来90日前までになされるべき脱退予告が60日前になされたが、
組合運営に支障がないことを確認し、認めることとした。

９�．組合員の共同施設の利用が80％に留まっていたので、残りの20％を組合員以外の者に利
用させた。

10�．卸売業者で組織する協同組合で共同仕入事業を実施していたが、仕入先の業態変化への
対策として共同仕入を行った物品の販売の共同化を行った。

８．Ａ協同組合の組合員であるＢ社が解散した。Ｂ社の代表取締役ＣはＡ協同組合の理事
長であったことから、Ａ協同組合は、Ｂ社の解散の連絡を受けた日から９０日以降に到
来する事業年度の終りにおいてＢ社が組合を脱退するものとして対応した。

９．脱退した組合員が組合に対する共同購買の手数料を完済していなかったので、組合は
その持分の払戻を停止する措置をとった。

10．Ａ企業組合は、コロナ禍の影響等により昨年度の決算状況が悪かったことから、総会
において、今年度下半期に限り賦課金を徴収することを組合員の過半数の賛成により決
議し、全組合員から賦課金を徴収した。
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【第４問】�
　次の（１）～（５）の文章について、各問いに該当するものを語群ア～ウの中から選択し、
その記号を解答用紙の解答欄に記入しなさい。

（１）　1999年に公布された改正中小企業基本法では「多様な事業の分野において特色ある事
業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機
会を提供することにより、わが国経済の基盤を形成するもの」と中小企業を位置付け
た。この新たな政策理念を実現するために、中小企業の自主的な努力を前提に３つを政
策の柱にした。その柱として最も不適切なものは次のどれか。

　ア．生産性の向上　　　　　
　イ．経営基盤の強化
　ウ．経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

（２）中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する
法律が令和元年から施行された。これは自然災害などにかかる防災・対策に取り組む中
小企業がその取り組みをまとめ、経済産業大臣が認定する制度で、認定を受けた中小企
業は税制措置や金融支援、補助金の加点などさまざまな支援を受けることができる。こ
の制度は従来よりも、真に必要な部分だけでも事前対策として取り組んでもらうための
ものである。このとき認定を受けるものとして、最も適切なものは次のどれか。

　ア．経営力向上計画
　イ．事業継続力強化計画　　　
　ウ．BCP

（３）経営者の高齢化が進展するなかで中小企業の事業承継が課題になっている。株式会社
東京商工リサーチの調査で全国の社長の年齢分布をみると次のような特徴がみられる。
最も適切な記述は次のどれか。

　ア．2018年時点で最も経営者層が多いのは60代である。
　イ．2018年時点で最も経営者層が多いのは70代である。
　ウ．高齢化傾向にあるが、2013年以降40代と30代の経営者が増加傾向にある。

次の１．～５．の設問に対する解答を下群から選び、その記号を解答用紙の解答欄に記入
しなさい。

１．中小企業は地域経済の要であり、地域産業の重要な担い手であるため、地域全体の活
性化に果たす役割も非常に大きいものがある。しかし中小企業の数は長期的に減少傾向
のなかにある。中小企業の数に関する記述として以下のうち最も適切なものはどれか。

ア　1986 年の約 533 万社をピークに、2016 年には約 358 万社にまで減少している。
イ　1986 年をピークに 2016 年には約半数の企業数にまで減少している。
ウ　2001 年をピークに 2016 年には約半数の企業にまで減少している。

２．ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、中小企業等の
事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要になっている。そ
のため、国は、事業再構築補助金により、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、
又は事業再編、国内回帰といった思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑
戦を支援している。この事業再構築補助金に関する記述として最も不適切なものはどれ
か。

ア　再構築の内容や事業化の妥当性・実現性などを審査し採択後、事務局において補
助事業の対象経費等の妥当性について確認を行った上で、補助金の交付決定が行
われる。

イ　交付決定後ただちに支給される補助金を活用して、事業者は速やかに適切な事業
再編に取り組むことが求められる。

ウ　申請した事業の終了後、補助事業に要した経費として認められた経費が実際に補
助金の対象になる。

３．地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担
い手を確保するため、令和２年に特定地域づくり事業を行う特定地域づくり事業協同組
合制度が施行された。この制度について、次の記述で最も不適切なものはどれか。

ア　認定されると、組合で職員を雇用し事業者に派遣することが可能になる。
イ　安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者

等を呼び込むことができるようになる。
ウ　特定の事業者の人件費の削減を図ってもよい。
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【第４問】�
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業は税制措置や金融支援、補助金の加点などさまざまな支援を受けることができる。こ
の制度は従来よりも、真に必要な部分だけでも事前対策として取り組んでもらうための
ものである。このとき認定を受けるものとして、最も適切なものは次のどれか。

　ア．経営力向上計画
　イ．事業継続力強化計画　　　
　ウ．BCP

（３）経営者の高齢化が進展するなかで中小企業の事業承継が課題になっている。株式会社
東京商工リサーチの調査で全国の社長の年齢分布をみると次のような特徴がみられる。
最も適切な記述は次のどれか。

　ア．2018年時点で最も経営者層が多いのは60代である。
　イ．2018年時点で最も経営者層が多いのは70代である。
　ウ．高齢化傾向にあるが、2013年以降40代と30代の経営者が増加傾向にある。

４．緊急事態時に的確に判断し行動するためには、緊急時に行うべき行動や、緊急時に備
えて平常時に行うべき行動を、あらかじめ整理し取り決めておく「BCP（事業継続計
画：Business	Continuity	Plan）」の策定・運用が有効である。中小企業庁では、企業が
自然災害等の緊急事態に遭遇した際に、事業の継続を図るための事前の取り組みである
BCP作成を推進している。BCPに関する記述として最も不適切なものはどれか。

ア　緊急時でも速やかに継続・復旧できるようにすべての事業を対象に計画しなけれ
ばならない。

イ　緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と予め協議しておく。
ウ　事業拠点や生産設備、仕入品調達等の代替策を用意しておく。

５．中小企業退職金共済制度は事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって、中小企業
が独力では困難な退職金制度の整備を支援するものである。中小企業者は従業員ごとに、
独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結し、毎月一定額の掛金を納
付する。この制度にかかわる記述として次のうち最も適切なものはどれか。

ア　掛け金は全額非課税である。
イ　新しく本制度に加入する事業主に掛金の２分の１を、加入後３年間、国が助成す

る。
ウ　20,000 円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の半分を増額月から３年間、

国が助成する。
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【第５問】�
　次に掲げる文章の ① ～ ⑩ に入る適切な文章を選択肢の中から選んで、
解答用紙の解答欄に記入しなさい。

１�．採用・雇い入れについて、誤っているのは ① である。解雇（合理的な理由の
あるものに限る）について、正しいのは ② である。

　①　ア�．従業員募集において、「平成○○年４月２日以降に生まれた者」という記載
は、原則として違法となる。

　　　イ�．外国人労働者を雇い入れた場合、その氏名や在留資格などについて、公共職業
安定所に届け出なければならない。

　　　ウ�．常時使用する労働者を雇い入れる場合、健康診断を実施しなければならない
が、医師が必要でないと認めた一部の項目については省略することができる。

　②　ア�．解雇日の10日前に予告した場合は、20日分以上の解雇予告手当を支払う必要が
ある。

　　　イ�．産前産後の休業を取得した従業員は、休業終了後すぐに解雇することができ
る。

　　　ウ�．雇い入れ後20日経過した試用期間中の従業員は、解雇予告なくすぐに解雇する
ことができる。

２�．労働時間管理について、正しいのは ③ である。時間外労働・休日労働に関す
る労使協定（いわゆる36協定）について、誤っているのは ④ である。

　③　ア�．使用者の指示があった場合にはすぐに業務に従事することを求められている待
機時間は、実際に労働をしていなくても労働時間に該当する。

　　　イ�．労働時間の規制の対象とならない管理監督者については、労働時間の状況の把
握の必要はない。

　　　ウ�．時間外労働時間・休日労働時間が１か月あたり100時間を超えた労働者から申
し出があった場合でも、産業医を置いていない場合は、医師による面接指導を実
施する必要はない。

　④　ア�．労使協定を締結しても、特別条項がなければ、時間外労働と休日労働の合計時
間が月45時間、年360時間を超えることはできない。

　　　イ�．労使協定に特別条項を付しても、時間外労働が年720時間を超えることはでき
ない。

　　　ウ�．労使協定に特別条項を付しても、時間外労働と休日労働の合計時間が月100時
間以上とすることはできない。

次に掲げる１．～５．の事項に関するア～ウの記述のうち、正しいものをそれぞれ１つ選
び、解答用紙の解答欄に記入しなさい。

１．労働条件の決定について

ア　労働契約で定めた内容が労働基準法に違反する場合、その違反する部分は労働契
約の内容にならない。

イ　労働組合がある会社で労働協約が締結されている場合、個々の従業員との労働契
約で定めた内容は、労働協約に違反するときでも、その違反する部分も含めて有
効である。

ウ　労働条件を就業規則で定めている場合、個々の従業員との労働契約で定めた内容
は、就業規則に違反するときでも、その違反する部分も含めて有効である。

２．賃金の支払いについて

ア　通勤手当を定期券で支給する場合、従業員本人の同意があれば労働協約や労使協
定での定めは不要である。

イ　賃金を銀行口座への振込みで支給する場合、従業員の家族名義の口座への振り込
みも可能である。

ウ　賃金を銀行口座への振込みで支給する場合、従業員本人の同意があれば労働協約
や労使協定での定めは不要である。

３．労働時間について

ア　業務の準備行為で、事業場内で行うことを使用者に義務づけられている場合でも、
本来の就業時間前であれば、その時間は労働時間にあたらない。

イ　休憩時間を一斉に与えることが難しい場合、労使協定を締結すれば、個別に休憩
時間を与えることができる。

ウ　休憩時間中に外部から電話がかかってきた場合には対応するよう使用者から指示
されていても、実際に電話がかかってこなかったのであれば、その時間の休憩が
与えられたことになる。
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【第５問】�
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　　　ウ�．時間外労働時間・休日労働時間が１か月あたり100時間を超えた労働者から申
し出があった場合でも、産業医を置いていない場合は、医師による面接指導を実
施する必要はない。

　④　ア�．労使協定を締結しても、特別条項がなければ、時間外労働と休日労働の合計時
間が月45時間、年360時間を超えることはできない。

　　　イ�．労使協定に特別条項を付しても、時間外労働が年720時間を超えることはでき
ない。

　　　ウ�．労使協定に特別条項を付しても、時間外労働と休日労働の合計時間が月100時
間以上とすることはできない。

４．時間外労働について

ア　従業員に時間外労働をさせるためには労使協定が必要であるが、この労使協定は
監督官庁に届け出る必要はない。

イ　妊産婦については、本人からの請求がなくても時間外労働をさせることはできな
い。

ウ　災害で臨時の必要がある場合、監督官庁からの許可または監督官庁への事後の届
出により、労使協定がなくても従業員に時間外労働をさせることができる。

５．特殊な労働時間制度について

ア　従業員が事業場外で労働していても、使用者の指揮監督が及んでいる場合で労働
時間の算定ができるときは、みなし労働時間制の適用はできない。

イ　従業員が事業場外で労働する場合に所定労働時間労働したものとみなす制度を導
入する場合、労使協定を必ず締結しなければならない。

ウ　フレックスタイム制を導入する場合、就業規則に規定すれば、労使協定の締結は
必要ない。

次に掲げる６．～ 10．の事項に関するア～ウの記述のうち、誤っているものをそれぞれ
１つ選び、解答用紙の解答欄に記入しなさい。

６．育児休業、産前産後休業について

ア　育児休業は、原則として子が１歳までの間に取得できるが、出産後８週間以内に
育児休業を取得した父親は、子が１歳２か月になるまでの間に再度育児休業を取
得できる。

イ　育児休業期間中の賃金については、法律上の規定はなく、企業ごとの制度による。
また、育児休業に関する公的な給付はない。

ウ　産後６週間以内の女性労働者は、医師が支障ないと認めた場合でも就業させるこ
とはできない。

－9－



７．労働時間の状況の把握等について

ア　事業者は、労働時間の状況の記録を作成し、３年間保存する必要がある。
イ　労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある管理監督者

については、労働時間の状況の把握は必要ない。
ウ　月 80 時間を超える時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積のある労働者から申し

出があった場合には、医師による面接指導を行わなければならない。

８．雇用形態による待遇の相違について

ア　「同一労働同一賃金ガイドライン」（平成 30 年厚生労働省告示第 430 号）によれば、
通勤手当（通勤交通費）は、正社員と非正社員で同一の支給を行う必要はない。

イ　「同一労働同一賃金ガイドライン」（平成 30 年厚生労働省告示第 430 号）によれば、
慶弔休暇は、正社員と非正社員で同一の付与を行わなければならない。

ウ　育児休業は、１週間の所定労働日数が一定日数以下の従業員については、労使協
定を締結すれば対象外とすることができる。

９．人材開発支援助成金について

ア　従業員向けの訓練への助成は、OFF－ JT（通常の業務を離れて行う職業訓練）のほ
か、OJT（仕事をさせながら行う職業訓練）に対するものもある。
イ　従業員向けの訓練への助成は、正社員の訓練のほか、非正社員への訓練に対するもの
もある。
ウ　有給の教育訓練休暇制度を導入し、従業員がその休暇を取得して訓練を受けた場合の
助成のほか、無給の教育訓練休暇制度を導入し、従業員がその休暇を取得して訓練を受
けた場合の助成もある。

10．最低賃金について

ア　Ａ県に本社のある企業がＢ県に支社を有している場合、Ｂ県の支社で勤務する従
業員には原則としてＢ県の最低賃金が適用される。

イ　地域別最低賃金と特定最低賃金（特定の産業に適用されるもの）の両方が同時に
適用される場合は、高い方の額が適用される。

ウ　通勤手当（通勤交通費）は、最低賃金の対象となる賃金に含まれる。

－10－



－1－

試験地 受験番号 氏　　名 得　点
※

※欄には記入しないで下さい。

令和２年度中小企業組合検定試験解答用紙
【組 合 運 営】

（第２問から第５問の解答欄は裏面にあります。）

得
点

※

横書き

第 １ 問
横書き。４００字以内で記述しなさい。�

�
�
�

�
�
�
�

禁複写・転載

令和５年度中小企業組合検定試験解答用紙
【３．組合運営】

－1－



－2－

得
点

※

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
第 ２ 問

得
点

※

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第 ３ 問

得
点

※

（１） （２） （３） （４） （５）
第 ４ 問

得
点

※

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
第 ５ 問

１ ２ ３ ４ ５

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

－2－



－1－

試験地 受験番号 氏　　名 得　点
※

※欄には記入しないで下さい。

令和２年度中小企業組合検定試験解答用紙
【組 合 運 営】

（第２問から第５問の解答欄は裏面にあります。）

得
点

※

横書き

第 １ 問
横書き。４００字以内で記述しなさい。�

�
�
�

�
�
�
�

禁複写・転載

令和５年度中小企業組合検定試験解答用紙
【３．組合運営】

－1－

人 手 不 足 は 企 業 ご と に ま だ ら 模 様 で あ る 。 ま
ず ど の よ う な 人 材 が 不 足 し て い る の か 組 合 と
し て 把 握 す る 。 そ の う え で 人 手 不 足 や 人 材 確
保 支 援 セ ミ ナ ー の 開 催 ， 人 材 マ ッ チ ン グ ・ イ
ベ ン ト へ の 参 加 ， 各 種 支 援 事 業 の 活 用 な ど を
組 合 と し て 推 進 す る 。 し か し 人 材 確 保 は 難 し
い の が 実 態 で あ る 。 そ こ で 業 務 方 法 を 見 直 し
て ， 業 務 の 簡 素 化 ・ 省 力 化 を 図 る と い う 側 面
か ら の 人 材 不 足 解 消 も 必 要 で あ る 。 設 備 導 入
や 業 務 の デ ジ タ ル 化 を 図 れ ば ， 省 人 化 だ け で
な く 生 産 性 も 高 ま る 。 業 務 の 軽 減 化 を 図 れ ば
女 性 や 高 齢 者 で も 可 能 に な る 。 ま た 短 時 間 で
可 能 な 業 務 は パ ー ト や ア ル バ イ ト 活 用 だ け で
な く ， 外 部 専 門 人 材 へ の 委 託 や 在 宅 ワ ー ク も
可 能 に す る 。 組 合 員 企 業 に 共 通 な 業 務 は ， 企
業 ご と に 日 時 を 分 割 し て 配 置 す る 方 法 も あ る
。 今 ま で の 業 務 方 法 を 見 直 し て 変 革 し ， 加 え
て 働 き 方 改 革 や 多 様 な 働 き 方 を 推 進 し て ， 少
し で も 人 手 不 足 解 消 に 努 め る 。 そ れ は 新 た な
人 材 獲 得 に 結 び つ く 可 能 性 も 秘 め る 。
（３９７字）

解答例及び解答



－1－

試験地 受験番号 氏　　名 得　点
※

※欄には記入しないで下さい。

令和２年度中小企業組合検定試験解答用紙
【組 合 運 営】

（第２問から第５問の解答欄は裏面にあります。）

得
点

※

横書き

第 １ 問
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�
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令和５年度中小企業組合検定試験解答用紙
【３．組合運営】
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※

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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得
点

※

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第 ３ 問

得
点

※

（１） （２） （３） （４） （５）
第 ４ 問

得
点

※

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
第 ５ 問

１ ２ ３ ４ ５
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2024年版 中小企業白書・小規模企業白書の概要

1

第１部 中小企業・小規模事業者の動向

第２部 （中小企業白書・小規模企業白書別分析）

環境変化に対応する中小企業

経営課題に立ち向かう小規模事業者

目次

中小企業・小規模事業者を支える支援機関

中小企業白書

小規模企業白書

中小企業白書・小規模企業白書

2024年版中小企業白書・小規模企業白書では、第１部で能登半島地震の状況や、新型コロナウイルス感染症の影響と対応、
中小企業の現状と直面する課題、今後の展望について、分析を行った。第２部では、環境変化に対応して成長する中小企業や
売上げの確保などの経営課題に立ち向かう小規模事業者、そしてこれらの中小企業・小規模事業者を支える支援機関について、
分析を行った。

（中小企業・小規模事業者の動向）
1. 令和６年能登半島地震の状況と、これまでの新型コロナウイルス感染症の影響と対応について分析を行った。

2. 2023年は年末にかけて売上げの増加に一服感が見られたものの、中小企業の業況判断DIは高水準で推移している。

3. 事業者が直面している課題として、売上高が感染症による落ち込みから回復し、企業の人手不足が深刻化していることが挙

げられる。今後の展望として、就業者数の増加が見込めない中で、日本の国際競争力を維持するためには、省力化投資や単

価の引上げを通じて、中小企業の生産性を向上させていくことが期待される。

（中小企業白書）

4. 成長する中小企業の行動を分析すると、企業の成長には、人への投資、設備投資、Ｍ＆Ａ、研究開発投資といった投資行

動が有効である。また、成長投資に伴う資金調達手段の検討も必要である。

（小規模企業白書）
5. 小規模事業者は、中小企業と比べ厳しい経営環境にある中で、コストを把握した適正な価格の設定や、顧客ターゲットの明

確化に取り組むことで、売上高の増加につながることが期待できるほか、支援機関の活用も効果的である。また、新たな担い手

の参入も生産性向上の効果が期待できる。



【テーマ①】令和６年能登半島地震と中小企業のBCP策定の状況
【テーマ②】新型コロナウイルス感染症の影響と対応
【テーマ③】中小企業の業況と経営課題
【テーマ④】人手不足
【テーマ⑤】賃上げ
【テーマ⑥】省力化投資と生産性の向上
【テーマ⑦】海外需要と日本企業の決算状況
【テーマ⑧】価格転嫁
【テーマ⑨】事業承継
【テーマ⑩】経営改善・再生支援
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中小企業・小規模事業者の動向



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

   

     

① 2024年１月に能登半島地震が発生し、広い範囲にわたって建物や設備の損傷等の被害が多
数発生。被害の大きな能登半島６市町は、被災以前から生産年齢人口の割合が低い状況。

② 災害への備えとして、BCPの策定を行うことが重要。BCPを策定する企業は増加傾向にある。

【テーマ①】令和６年能登半島地震と中小企業のBCP策定の状況

3

図３ RESASで見た被災地域の人口構成図１ 被災地域の経済概要

石川県を中心とした北陸三県に加え新潟県などの幅広い地域における産業の主
要な生産拠点を持つ企業と地場の企業、それらから影響を受けうるセットメーカー
などにおいて、建物や設備の損傷等の被害が多数発生している。

ストック毀損額（推計）
約1.1～2.6兆円

図２ 令和６年能登半島地震の被害状況

資料（左図）：内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料」（2024年１月25日）より作成。石川・富山・新潟県の３県のストック毀損額の合計。
（注）能登半島地震による経済への影響を分析する一環として、東日本大震災や熊本地震の際の試算方法を踏まえ、市町村ごとの震度や被害状況に応じて、過去の
大地震における損壊率を参照しつつ、ストックの毀損状況を暫定的に試算したもの。
資料（右図）：内閣府「令和６年能登半島地震による被害状況等について（令和６年３月19日13：00現在）」（2024年３月19日）より作成。

資料：地域経済分析システム（RESAS）人口マップ
（出所）総務省「国勢調査」
（注）能登半島６市町は、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町を指す。総数には年齢不詳を含む。

能登半島６市町 石川県、富山県、新潟県、福井県

資料：総務省「人口推計」、「都道府県・市区町村のすがた（社会・人口統計体系）」、総務省・経済産業省「令和３年経済センサス-
活動調査」、「2022年経済構造実態調査」、内閣府「県民経済計算」、観光庁「宿泊旅行統計調査」より中小企業庁作成
（注）1.能登半島６市町は、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町を指す。
2.能登半島６市町の人口は、データの制約上、2020年度時点の数値を用いている。
3.能登半島６市町の延べ宿泊者数は、データの制約上、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町、羽咋市、宝達
志水町、中能登町の数値の合計を用いている。

能登半島

６市町
石川県 富山県 新潟県 福井県

人口（    年、万人） 13 112 102 215 75

  歳以上の割合（ ）（全国平均   . ） 44.2 30.3 33.0 33.5 31.2

  歳以上の割合（ ）（全国平均   . ） 23.8 16.2 18.2 17.7 16.5

事業所数（    年、件） 8,086 56,437 48,987 103,861 39,859

県内総生産（名目、    年度、兆円） － 4.5 4.7 8.9 3.6

全国計に占めるシェア（％） － 0.8 0.8 1.6 0.6

産業別構成比（％） 第１次産業 － 0.8 0.9 1.8 0.8

第２次産業 － 28.0 36.7 30.1 36.1

第３次産業 － 71.2 62.4 68.1 63.1

製造品出荷額等（    年、百万円） 179,574 2,801,764 3,904,493 5,119,366 2,395,270

年間商品販売額（    年、百万円） 178,642 3,697,831 2,909,955 6,320,956 1,941,283

延べ宿泊者数（    年、人泊） 1,072,310 6,551,460 3,067,460 8,396,590 2,711,050

図４ 中小企業のBCP策定状況と、策定したことによる効果

BCP策定率 効果（中小企業（n=9,740）のうち、事業継続計画を
「策定している」と回答した企業に聞いたもの）

資料：（株）帝国データバンク「事業継続計画（BCP）に対する企業の意識調査（2022年、2023年）」
（注）1.「効果」は2022年調査の数値。
2.企業規模区分は、原則として中小企業基本法に準拠。ただし、全国売上高ランキング（TDB産業分類）に基づき、中小企業基本法で小
規模企業を除く中小企業に分類される企業の中で、業種別の全国売上高ランキングが上位３％の企業を大企業として、また、中小企業基本
法で中小企業に分類されない企業の中で、業種別の全国売上高ランキングが下位50%の企業を中小企業として区分。

（年）

従業員のリスクに対する意識が向上した 51.6%

事業の優先順位が明確になった 30.6%

業務の定型化・マニュアル化が進んだ 28.7%

業務の改善・効率化につながった 25.5%
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① 2020年以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、政府は緊急事態宣言等による
休業要請又は営業時間短縮要請を実施。その影響を受ける事業者に対しては、事業の継続や
雇用の維持に向けた緊急的な支援策を実施し、失業率や 産件数は比較的低い水準で推移。

② その後、各種措置の終了に伴い、 産件数は増加に転じたものの、失業率は低水準が継続。

【テーマ②－１】新型コロナウイルス感染症の影響と対応

図１ 事業継続・雇用維持に向けて、企業は
資金繰り支援や給付金・補助金を利用

図２ 足下の倒産件数は増加に転じたものの、
失業率は低水準で推移

倒産件数の推移

資料：（株）帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」（2023年11～12月）
（注）感染症に関連する政府施策の利用有無について、「利用したことがある」と回答した企業の割合を示している。 4

感染症に関する政府施策の利用経験（2023年11～12月時点）

                    

持続化             

政府系  機関による実 無

利 ・無担保 資
          

民間  機関による実 無利

 ・無担保 資
          

 用調  成           

   入             

事業 構              

  ・

社会保 料の支 い  
          

資本性 後ローン           

新型コロナ 例 ス   ール

支援
          

     

     

     

     

     

     

    

    

    

（ ）

                                                                              

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 
   

   

 全失業率（右 ）  全失業者数 就業者数

 万人  ％ 

（年）
（線）

完全失業率・完全失業者数・就業者数の推移

資料：（上図）（株）東京商工 サーチ「全国企業 産状況」、（下図）総務省「労働力調査（基本集計）」

（注）（上図）1. 産とは、企業が債務の支 不能に陥ることや、経済活動を続けることが困難になった状態となる
こと。また、私的 理（取引停止処分、内 理）も 産に含まれる。

2.負債総額1,000万円以上の 産が集計対象。



                                                            

 

   

   

   

   

     

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    
    

（件数）

（年 月）

図１ 倒産に占めるゼロゼロ融資を利用した企業の
割合は低い

5

【テーマ②－２】ゼロゼロ融資の利用企業について

資料：（株）東京商工 サーチ「全国企業 産状況」より中小企業庁作成
（注）1. 産とは、企業が債務の支 不能に陥ることや、経済活動を続けることが困難になった状態と
なること。また、私的 理（取引停止処分、内 理）も 産に含まれる。
2.負債総額1,000万円以上の企業 産のうち、「実 無利 ・無担保 資（ゼロゼロ 資）」を受け
ていたことが判明した 産（法的・私的）を集計対象としている。

図２ ゼロゼロ融資は緊急事態宣言等の影響が大きい
「宿泊業」、「飲食サービス業」で多く利用された

実質無利子・無担保融資（ゼロゼロ融資）利用後の倒産件数の推移 実質無利子・無担保融資（ゼロゼロ融資）を利用した企業の割合
（業種別）

                          

建設業          

製造業          

 報  業          

  業          

 売業          

小売業          

不動産・物品  業          

宿泊業        

  サー ス業          

生活関連サー ス業・  業          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

政府 金融機関による実質無利子・無担保融資

                          

建設業          

製造業          

 報  業          

  業          

 売業          

小売業          

不動産・物品  業          

宿泊業        

  サー ス業          

生活関連サー ス業・  業          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 間金融機関による実質無利子・無担保融資

資料：（株）帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」（2023年
11～12月）
（注）「政府系  機関による実 無利 ・無担保 資」及び「民間  機関による実 無利 ・無担
保 資」について、「利用したことがある」と回答した企業の割合を集計したもの。「分からない・知らない」と回
答した企業を除く。
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（年期）

                                                                    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

原 料高

 人難

製品 や値下げ要 

人件 や支 利 等の増加

売上・受注の停 、  

その 

   

（年期）

① 2023年は、年末にかけて売上げの好転に一服感が見られたものの、中小企業の業況判断DIは
高水準で推移し、経済の状況が全体として改善する基調が継続した。

② 中小企業の経営課題の内訳を見ると、売上不振のほか、原材料高や求人難の割合が高い状況。

【テーマ③】中小企業の業況と経営課題

図１ 足下では売上げの好転に一服感も見られるが、
中小企業の業況は高水準

図２ 中小企業は経営課題として、売上不振のほか、
原材料高や求人難にも直面

経営上の問題点の推移（中小企業編）中小企業の業況判断DIの推移

資料：（株）日本政策  公庫総合研究所「全国中小企業動向調査（中小企業編）」
（注）ここでいう中小企業とは、（株）日本政策  公庫取引先のうち、原則として従業員20人
以上の企業。

資料：中小企業庁・（独）中小企業基盤 備機構「中小企業景況調査」
（注）1.景況調査の業況判断DIは、 年 期と比べて、業況が「好転」と答えた
企業の割合（％）から、「悪化」と答えた企業の割合（％）を引いたもの。
2.ここでの中小企業とは、中小企業基本法第２条第１項の規定に基づく「中小
企業者」をいう。 6

2023年の売上DIの推移

資料：日本商工会議所「商工会議所早期景気観測調査
（LOBO調査）」
（注）売上DIとは、企業の売上げについて、 年 期と比
べて、「増加」と答えた企業の割合（％）から、「  」と答え
た企業の割合（％）を引いたもの。
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  歳 以上
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  歳 

  歳 

  歳 

  歳 以下

① 売上高が感染症の落ち込みから回復する中で、人手不足が深刻化。

② これまでは、生産年齢人口の  を う形で女性・高齢者の就業が進んできたが、足下は就業
者数の増加が頭打ちとなり、人材の供給制約に直面。

【テーマ④－１】人手不足

図１ 感染症の５類移行・需要回復により、人手不足
が深刻化する一方、供給制約に直面

図２ 生産年齢人口の減少を補うために、
これまでは女性や高齢者の活用が進展してきた

7資料：総務省「労働力調査（基本集計）」

生産年齢人口と65-69歳人口の就業率の推移

資料：総務省「就業構造基本調査」

雇用者数の割合（2022年、従業者
規模・年代別）

                    

   

   

   

   

   

   

  

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

  

  

売上額  （右 ）

従業員数過不足  （左 ）

     ％     年 期比 

 年期 

     ％   

（線）

                              

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

有効 人 率（左 ）

有効  者数（線）

有効 人数（線）

   

（年 月）

 百万人 

有効求職者数・有効求人数・有効
求人倍率の推移

従業員数過不足DIと
売上額DI（全産業）の推移

資料：（左図）中小企業庁・（独）中小企業基盤 備機構「中小企業景況調査」、（右図）厚生労働省「 業 定業務統計」
（注）1.売上額DIは、今期の売上額について、 年 期と比べて、「増加」と答えた企業の割合（％）から、「  」と答えた企業の割合
（％）を引いたもの。従業員数過不足DIとは、従業員の今期の水準について、「過剰」と答えた企業の割合（％）から、「不足」と答えた企
業の割合（％）を引いたもの。
2.有効  者数・有効 人数・有効 人 率は、季節調 値を用いている。

    

    

    

    

    

    

    

 

     

     

     

     

     

     

                        

                   
       
     

        
                 
                

          

           

     



図１ 時間外労働の上限規制に伴い、雇用者一人
当たり労働時間の減少が労働投入量を下押し

図２ 人材を十分に確保できている企業では、
働きやすい職場環境・制度の整備が進んでいる

人手が不足していない企業の、その要因（複数回答、上位10項目）労働投入量の要因分解（対2007年同期比）

資料：厚生労働省「毎月勤労統計調査」、総務省「労働力調査（基本集計）」
（注）1.ここでいう「 用者一人当たり労働時間」は、総実労働時間指数（調査産業計、就業形態
計、事業所規模５人以上）の値を用いている。
2.労働投入量は、総実労働時間指数（2020年平均=100）に 用者数（原数値）を乗じて算出。 
3.労働投入量の変化率（対2007年 期比）を、総実労働時間指数の変化率、 用者数の変化
率及び誤差項に要因分解しており、誤差項を除いて表示している。

資料：（株）帝国データバンク「企業における人 確保・人手不足の要因に関するアン ート」（2023
年５月12日～16日）
（出所）経済産業省「産業構造審議会 経済産業政策新機 部会（第20回）資料５   化対
策に資する地域の包摂的成長について」（2024年２月20日）
（注）1. 本調査全体における有効回答数は1,033社。人手が不足していない企業の「人手が不足し
ていない要因」に対する回答を集計。
2.「人手が不足していない」と回答があった346社のうち、中小企業319社分を集計。なお、ここでの中小
企業とは、中小企業基本法上の中小企業者を指す。 
3.複数回答のため、合計は必ずしも100％にならない。

8

【テーマ④－２】雇用者一人当たり労働時間の減少と人手確保のための取組

                                        

    

    

   

  

  

   

  .  

  .  

  .  

 .  

 .  

 .  

労働投入量（線）  用者一人当たり労働時間  用者数 （年 月）

2020年4月
中小企業に対して、
時間外労働の上限規制適用
（一部業種適用  あり）

2019年4月
大企業に対して、
時間外労働の上限
規制適用

2024年4月
中小企業の
  期間終了

       

                    

  や  の引き上げ

働きやすい 場環境づくり

定年延長やシ アの  用

 利厚生の 実

公平で公 な人事  

働き方の多 化や ーク

ライ バランスの推進

 事内 の 力度の向上

業務プロセスの見直しなどによる

効率化

多 な人 の  的な 用・

登用

機 化や 動化の実施      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

（％）



              

増やした          

増やしていない          

    

     

【テーマ④ー３】人材確保・育成

                                 

  的に行っている          

ある 度行っている           

ほとんど行っていない          

行っていない          

               

               

               

               

増加   い   

① 人材の確保に向けては、経営戦略と一体化した人 戦略を策定した上で、職場環境の整備に
取り組むことが重要。

② 人材育成は、人材の定着や労働生産性の向上にもつながることが期待される。

図１ 職場環境の整備の効果 図２ 人材育成の取組の効果

従業員数の変動状況（職場環境の整備への取組状況別）

資料：（株）帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」（2023年11～12月）
（注）1.「 場環境の 備」への取組状況について、「分からない」と回答した企業を除く。また、
「行っていない」は、「行っていない」、「今は行っていないが、１年以内に行う 定」と回答した企業の合計。
2.ここでいう「従業員」とは、「常時 用する 社員、パート・アルバイト」を指し、「経営者、役員、無 の家族従業員、派
遣・下 従業員等」は含まない。
3.従業員数の変化は、2023年と2019年を比較したもの。「分からない」と回答した企業を除く。 9

                                 

増やした          

増やしていない          

                   

                   

（２）業 人材

                                 

増やした          

増やしていない          

                   

                   

（１）中 人材

 分に定 している

ある 度定 している

あまり定 していない

全く定 していない

資料：（株）帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」（2023年11～12月）
（注）1.人 育成の取組について、「増やした」は、「大いに増やした」、「やや増やした」と回答した企業の合計。「増やして
いない」は、「大いに らした」、「やや らした」、「変わらない」と回答した企業の合計。
2.人 育成の取組の増 は、2023年と2019年を比較したもの。
3.定 状況について、「分からない」と回答した企業を除く。
4.労働生産性の変化率は、2022年と2017年を比較して算出したもの。全体の中央値は0.7％。

労働生産性の変化率（中央値、人材育成の取組の増減別）

中 人材・業 人材の定着状況（人材育成の取組の増減別）



         

                             

人 の確保・ 用

物 上 への対応

 間 場（ 業 社等）への対応

その 

     

     

     

    

                                 

    年          

    年          

    年          

                   

               

               

業 が好調・改善しているため 上げを実施 定

業 の改善がみられないが 上げを実施 定

現時点では 定

 上げを見 る 定（引き下げる 定の場合を含む）

無回答

① 物価に見合った賃金の引上げを通じて、需要の拡大につなげる好循環を実現することが重要。

② 春闘の賃上げ率・最低賃金の改定率は過去最高水準。一方で、人 確保の必要性や物 
動向を背景に、賃上げの原資となる業績の改善が見られない中で、賃上げを行う企業が増加。

【テーマ⑤ー１】賃上げ

図２ 人材確保の必要性や物価動向を背景に、業績
が改善しない中で賃上げを行う企業が増加

図１ 春闘や最低賃金は引上げ傾向。需要拡大に
    は、物価に見合った賃金の引上げが重要

業績の改善が見られない中でも賃上げを実施する理由

10

中小企業における賃上げの実施予定春闘の賃上げ率

22年 23年

全規模 2.07% 3.58%

中小
（組合員
数300人
 満）

1.96% 3.23%

資料：日本商工会議所・東京商工会議所「中小企業の人手不足、  ・最低  に関する調査」（2024年
２月14日）
（注）（下図）2024年度の 上げの実施 定について、「業 の改善がみられないが 上げを実施 定」と回
答した企業に限って集計している。なお、複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。

                                                

   

   

   

   

    

    

  

  

  

  

 

 

 

     

   
   

      
   

   
   

   
   

   
   

   

   

      

   

   
   

   

   

      
   

最低  （左 ）  年度比改定率（右 ）

（円） （％）

（年度）

最低賃金の推移

（線）

                                        

  

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

     

     

    

  者物 指数（左 ）   指数（左 ）   者態度指数（右 ）

（    年    ）

（年 月）

資料： （上図）厚生労働省「地域別最低  の全国一覧」、日本労働組合総連合会「春季生活闘争第７回
（最終）回答集計（2023年７月３日集計・７月５日公表）」 
（下図）総務省「  者物 指数」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」、内閣府「  動向調査」
（注）1.  指数は、事業所規模５人以上の、所定内  の  指数を用いている。
2.  指数、  者物 指数は2020年を基準とし、  者態度指数は原数値（総 帯）を用いている。

（  者物 指数、  指数：2020年 100） （  者態度指数）

消費者物価指数・賃金指数・消費者態度指数の推移
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  的・  的分 の在 資 

資 外活動

 定活動
（年）

（万人）

図１ 就業者に占める外国人割合の推移 図２ 一般労働者・外国人労働者の賃金

一般労働者・外国人労働者の賃金（月額・2022年時点）外国人労働者数の推移と就業者数全体に占める割合

資料：厚生労働省「  構造基本統計調査」
（注）1.ここでいう  とは、調査実施年６月分の所定内  額の平均をいう。
2.「 社員・  員」、「 社員・  員以外」の一般労働者には、外国人労働者も含まれる。
3.「 分に基づくもの」には、永住者や日本人・永住者の配偶者等、定住者が含まれる。
4.「  的・  的分 （ 定 能を除く）」には、機 工 等の  者や語 教師等（  ・人
文知識・国際業務）や、ポイント制による高度人 （高度   ）、企業等の経営者・管理者等
（経営・管理）が含まれる。 11

【テーマ⑤ー２】外国人労働者の増加と平均賃金の比較

一般労働者
（日本人＋外国人） 外国人労働者（在留資格別）

資料：総務省「労働力調査（基本集計）」、厚生労働省「『外国人 用状況』の届出状況まとめ」
（注）1.就業者数は年平均、外国人労働者数は各年10月末時点の数値。
2.外国人労働者数（在 資 別）については、「不明」を除いて表示している。
3.ここでいう「 定活動」は、 ーキング・ホ デー、外交官等に 用される家事使用人等の合計。
4.ここでいう「  的・  的分 の在 資 」には、2019年以降は 定 能も含まれる。

外国人労働者数の推移（在留資格別） 外国人労働者の賃金の推移（月額・在留資格別）



                       

実施した          

実施していない           

    

     

 ％  ％   ％   ％   ％   ％   ％   ％   ％   ％

 用・ 社員登用

 時・パートタイムの増加

派遣労働者活用

配置転 ・出向受入れ

 人条件 和（  、
労働時間等）

在 者  改善

在 者労働時間改善

 利厚生、  用、
定年延長

省力化投資、外注、
下 化

その の対処

     人以上    ～   人    ～   人   ～  人

【テーマ⑥－１】省力化投資

① 人手不足への対応策として、 用等の人 確保に加えて省力化に向けた設備投資も必要であ
るが、規模の小さな企業ほど省力化投資が進んでおらず、省力化の取組余地が大きい。

② また、省力化投資は人手不足緩和だけでなく売上高増加にもつながることが期待される。

図１ 人手不足対応の取組として、規模の小さな
企業は省力化投資の取組余地が大きい

図２ 省力化投資を実施した企業では、人手不足
緩和に加えて売上高増加の効果も期待される

人手不足対応の取組の内訳（企業規模別）

資料：厚生労働省「令和５年労働経済動向調査年次報告書」（令和５年８月調査）より中小企業庁作成
（注）1.調査対象事業所（人手不足対応を行っていない先も含む）における取組割合を算出。
2.人手不足対応の取組については複数回答。 12

売上高の変化率（中央値、省力化投資の実施有無別）

資料：（株）帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」
（2023年11～12月）
（注）1.直近５年間における「人手不足対応を目的とした設備投資」の実施有無を聞いたもの。
2.売上高の変化率は、2022年と2017年を比較して算出したもの。全体の中央値は0.1％。



小規模事業者 中規模企業 大企業

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 万円 

① 日本の経済成長は海外と比べ見 りする中で、今後は就業者数の減少が本 化。

② 国際的に見ても日本の生産性は低く、日本の国際競争力を維持するためには中小企業の生産
性の引上げが必要。

【テーマ⑥－２】生産性

図２ 日本はOECD加盟国の中で労働生産性が低
    い。また、企業規模間での格差も存在

資料：（左図）総務省「労働力調査（基本集計）」、「人口推計」、内閣府「国民経済計算」、国立社会保障・人
口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」、（右図）内閣府経済社会総合研究所「国民経済計
算年次推計（ ロー編）ポイント ６. GDPの国際比較」（2023年12月）より中小企業庁作成 13

図１ 就業者数が減少する中で、欧米と同等の成長
を実現するためには生産性向上が必要

就業者数の減少と国際競争に必要な生産性向上の試算

日本  国 カナ     平均  イ  ランス イタ ア  国

 

      

      

      

      

       

       

       

       

                     

       
              

       

      

（       ）

主要なOECD加盟諸国の労働生産性（就業者一人当たり、2022年）

企業規模別の労働生産性（日本、中央値）
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1994 2004 2014 2024 2034 2044

一人当たり名目GDP

就業者数

生産性現状維持

生産性現状維持

（一人当たり名目GDP：千円、就業者数：万人） （生産性：万円/人）

推計

（年）

生産性

一人当たり名目GDP
欧 並み成長

+1.9％経済成長
+2.1％生産性向上

一人当たり名目GDP
各国並み成長

+4.4％経済成長

一人当たり名目GDP
各国並み成長

+4.4％経済成長 一人当たり名目GDP
欧 並み成長

+1.9％経済成長
＋2.1％生産性向上

生産性向上率現状維持
+0.2％生産性向上

生産性向上率
現状維持

+0.2％生産性向上

資料：（上図）日本生産性本部「労働生産性の国際比較2023」、（下図）総務省・経済産業省「令和３年経済センサス 活動調査」 編加工
（注）（上図）1. 全体の労働生産性は、GDP/就業者数として計算し、購買力平 (PPP)によりUS ル 算している。
2.計測に必要な各種データにはOECDの統計データを中心に各国統計局等のデータが  的に用いられている。
（下図）1.ここでいう「小規模事業者」とは、中小企業基本法に定める「小規模企業者」のことを指し、「中規模企業」とは、中小企業基本法に定める「中
小企業者」のうち、「小規模企業者」を除いた者を指す。ここでいう「大企業」とは、「中規模企業」と「小規模事業者」以外の企業をいう。
2. ここでの労働生産性とは、企業ベースの「純 加 値額/従業者数」とする。 
3.非一次産業の値を集計している。 

    ～    年

一人当たり名目G  

平均成長率（％）

アメ カ +3.3

カナ +2.9

 イ +2.2

イギ ス +0.8
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イタ ア +0.8

日本 ▲    

韓国 +3.4

ロシア +8.5

中国 +12.7

ブラ ル +5.0

イン +7.8

各国平均
日本除く上記  か国

+4.4

うち欧米平均 +1.9

    ～    年

生産性向上率

一人当たり名目GDPを

欧米並みに成長させるために

必要な生産性向上率

+0.2 +2.1
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図１ 費用（売上原価、人件費）の推移 図２ 売上高・売上高営業利益率の推移
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【テーマ⑥ー３】生産性の分子・付加価値の向上に向けて

売上原価・売上原価率（左図：大企業、右図：中小企業）
（兆円）

人件費・労働分配率（左図：大企業、右図：中小企業）

（年度）

（兆円）

（年度）

（兆円）

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注）1. 大企業は資本 10億円以上、中小企業は資本 １億円 満の企業について集計したもの。
2.  業、保 業は含まれていない。
3.各項目・指標の算出は以下のとおり。
労働分配率 人件 ÷ 加 値額
 加 値額 人件 ＋支 利 等＋動産・不動産 借料＋租 公課＋営業純益
人件  役員  ＋役員  ＋従業員  ＋従業員  ＋ 利厚生 
※    年度調査以 は「従業員  」が「従業員  」に含まれている。

（年度） （年度）

（兆円）

（年度）

（兆円）

（左図：大企業、右図：中小企業）
（兆円）

（年度）

 加 値（売上高（単 P×数量Q）－ 用）
労働投入

 生産性

① 生産性向上に向けて、日本企業は低コスト化・数量確保の取組を続けてきた。この結果、売上高
や利益率は大企業が増加する一方、中小企業は発注側の売上原 低 の動きの中で低迷。

② 今後は低コスト化・数量増加以上に、単価の引上げによる生産性の向上も追 する必要がある。



                    

 

 

 

 

 

  

  

  
    

                        

 

  

  

  

  

   
     

海外現地法人の当期純利益の推移（全産業）

図２ 大企業中心に好決算、企業は貯蓄超過図１ 輸出額は増加、株価は史上最高水準

資料：財務省「貿易統計」
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【テーマ⑦】海外需要と日本企業の決算状況

年間輸出総額の推移

出所：総務省統計局「統計 ッシ ボー 」（https://dashboard.e-stat.go.jp/）
（注）東証株 指数は2024年１月、日経平均株 は2024年２月時点のデータを表示している。

（年）

（兆円）

（年度）

                                        

 

      

      

      

      

   

     

     

     

     

     

     

           

     

日経平均株 （左 ） 東証株 指数（     ）（右 ）

（年 月）

日経平均株価・東証株価指数の推移
（pt）

（兆円）

資料：経済産業省「海外事業活動基本調査」より中小企業庁作成
（出所）経済産業省「第52回海外事業活動基本調査概要」
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企業の投資・貯蓄バランス（左図：大企業、右図：中小企業）

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

  

  

  

  

   

   

 

  

  

  

  

  

  

（年度） （年度）

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注）1.ここでいう大企業とは資本 10億円以上の企業、中小企業とは１億円 満の企業とする。
なお、  業、保 業は含まれていない。
2.投資 ソ トウェアを除く設備投資額（当期末資 需 ）、貯蓄 当期純利益－配当 ＋  償却 

（兆円）（兆円）

（兆円）

（年度）

当期純利益の推移

（年度）

                    

 

  

  

  

  

  

   

   

    

                    

 

  

   

   

   

    

     

    

繰越利益剰余金の推移

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注）  業、保 業を除く。

（兆円）



  交 を 望したが、交 が行われなかった
発注企業から、交 の 入れがあり、

  交 が行われた

    年 月

          
    年 月

（        ）
    年 月

          
    年 月

（        ）

 ％

 ％

  ％

  ％

  ％      

    

     

    

①  上げ原資の確保に向けては、  転嫁の促進が重要。  交 が可能な取引環境が醸成さ
れつつあるが、コスト増加分を十分に転嫁できておらず、転嫁率向上のための取組強化が課題。

②  分な  転嫁のためには、適切な価格交渉が重要。  転嫁に関する協議の実施とともに、
商品・製品の原 構成を把握して交 を進めることが有効。

【テーマ⑧－１】価格転嫁

図１ 価格交渉が可能な取引環境が醸成されつつあ
るが、コスト増加分を十分に転嫁できていない

図２ 価格転嫁に関する協議とともに、商品・製品の
原価構成を把握して交渉を進めることが有効

価格交渉の実施状況
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資料：中小企業庁「  交 促進月間 ォローアップ調査」
（注）（上図）1.各回の ォローアップ調査の回答項目は、 一ではない点に 意。
2. 「  交 を 望したが、交 が行われなかった」については、回答項目を複数統合して集計しており、「コストが上 したが、発注
企業から 入れはなく、 発注  や取引中止を恐れ、受注企業から交 を し出なかった」などの項目を含んでいる。
（下図）主要な発注側企業（最大３社）との間で、直近６か月のコスト上 分のうち、何割を  転嫁できたかの回答について、
発注側の企業ごとに名寄せ・単純平均したもの。

価格転嫁に関する協議の場を設けることの効果

価格転嫁に関する協議の場に向けて、原価構成を把握する事前準備の効果

資料：（株）東京商工 サーチ「令和５年度取引条件改善状況調査」（2023年10～11月）
（注）1.受注側事業者向けアン ートを集計したもの。
2.効果については、コスト全般の変動の  反映状況を用いている。
3.「原 構成を把握する事 準備」は、  交 の際の取組のうち、「商品別・製品別の原 構成（ 料 、加
工 、管理 、粗利等）の把握」を対象として集計。「どちらともいえない」を除く回答のうち、「頻繁に行っている」「し
 し 行っている」と回答した企業を「実施」、「あまり行っていない」「全く行っていない」と回答した企業を「非実施」とし
て集計している。

                                 

協議実施           

協議非実施          

                    

                         

                                 

実施          

非実施          

                    

                        

    年 月

（        ）

    年 月

          

    年 月

          

    年 月

（        ）

   

   

   

   

   

     

     

          

     

     

     

     

     

          

     

     

     
          

全体コスト 原 料 労務   ルギー  

各コストの変動に対する価格転嫁率の推移



① パートナーシップ構 宣言企業は非宣言企業と比べて、より多くの発注先と価格協議を行ってお
り、価格転嫁にもより高い水準で応じている傾向にある。

② ただし、  協議に 分に応じていない企業も一定数存在するため、宣言の実効性向上のため
の取組も重要。

全て反映した     ）

概 反映した（  ～   ）

一部反映した（  ～   ）

あまり反映しなかった（  ～  ）

反映しなかった（  ）

                                 

宣言企業        

非宣言企業          

                   

                   

（ ）

    

    

全ての 入先（発注先）と協議した（    ）

多くの 入先（発注先）と協議した（  ～   ）

一部の 入先（発注先）と協議した（  ～   ）

あまり協議しなかった（  ～  ）

全く協議しなかった（  ）

                                 

宣言企業        

非宣言企業          

                   

                    

（ ）

    

    

図１ パートナーシップ構築宣言の有無別に見た、取組状況
価格反映状況価格協議状況

資料：（株）東京商工 サーチ「令和５年度取引条件改善状況調査」（2023年10～11月）
（注）1.発注側事業者向けアン ートを集計したもの。
2.パートナーシップ構 宣言の公表状況について、「公表している」を「宣言企業」、「当面の公表 定な
し」を「非宣言企業」として集計している。
3.  協議状況については、「取引を行う 入先（発注先）から理解を得られるような 分な  協議
の実施状況」を集計したもの。

資料：（株）東京商工 サーチ「令和５年度取引条件改善状況調査」（2023年10～11月）
（注）1.発注側事業者向けアン ートを集計したもの。
2.パートナーシップ構 宣言の公表状況について、「公表している」を「宣言企業」、「当面の公表 定な
し」を「非宣言企業」として集計している。
3.  反映状況については、コスト全般の変動に対する  反映状況を集計したもの。
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【テーマ⑧－２】パートナーシップ構築宣言と取引の実態



  ～    ～    ～    ～    ～    ～    ～    ～    ～    ～    ～    ～    ～

  

  

   

   

   

   

（歳）

    年     年     年     年     年     年

                      

後継者の経営能力

 続 ・   の問題

後継者による株 ・
事業用資産の買い取り

取引先との関係の維持

  ・ ウ ウの 継

  機関との関係の維持

 族間の 続問題

借入に対する現経営者の
 人保証の解除

借入に対する現経営者
所有物件の担保の解除

その 

 にない

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

① 足下では経営者年齢の分布が平準化しつつあるものの、半数近くの中小企業で後継者が不在。

② 一方、後継者が決まっている中小企業においても、承継の課題を抱えている企業が見られる。

【テーマ⑨】事業承継

図１ 足下では経営者年齢の分布が平準化しつつも、
半数近くの中小企業で後継者が不在

図２ 後継者決定企業においても、後継者の経営能力
や相続税・贈与税といった課題がある
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後継者決定企業における、事業承継の際に問題になりそうなこと

中小企業における後継者不在率の推移（年代別）

資料：（株）日本政策  公庫総合研究所「中小企業の事業 継に関するインター ット調査
（2023年調査）」
（注）1. 調査の有効回答数は4,465件。そのうち、事業 継の見 しについて「後継者は決まっ
ている（後継者本人も 諾している）」と回答した「後継者決定企業（n 313）」について集計。
2.複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。

中小企業の経営者年齢の分布（年代別）

資料：（株）帝国データバンク「企業概要 ァイル」 編加工
（注）データの制約上、「2000年」については、2001年１月更新時点のデータを利用し、ほかの系列につ
いては毎年12月更新時点の企業概要 ァイルを使用している。

（n=313）

    年     年     年     年     年     年     年     年     年     年

 

  

  

  

     
                              

     
     

     

     

     

     

（ ）    以上       全国平均

資料：（株）帝国データバンク「企業概要 ァイル」、「 用調査報告書」 編加工
（注）「全体」については、経営者年齢の 報がない企業も含んだ中小企業数に対する割合を示している。



                      

 

     

     

     

     

     

     

     

     

               

     

     

     

     

     

（年度）

（件）

         

                                           

財務内 の改善

事業の継続

売上げの増加

     

     

     

         

受けたことがある          

受けたことがない          

     

     

【テーマ⑩】経営改善・再生支援

① 感染症の感染拡大以降、経営改善・再生支援のニーズが高まっている。

②   機関の経営支援により、財務内 の改善等の効果が期待できる。経営改善・ 生支援の
効果を高めるためには、関係機関が一丸となって経営改善・ 生支援に取り組むことが められる。

図１ 再生支援に係る相談件数が増加
図２ 金融機関の経営支援により、財 内容の改善

等の効果が期待できる
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中小企業活性化協議会における相談件数の推移

資料：中小企業庁調べ
（注）中小企業 生支援協議会は2022年４月１日より中小企業活性化協議会として 編。
上記実 は中小企業 生支援協議会における支援実 を含む。

経常利益の変化率（金融機関からの経営支援の有無別、中央値）

金融機関から受けた経営支援による効果（上位３項目）

資料：（株）帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」
（2023年11～12月）
（注）1.直近３年間 度で  機関から経営支援を「受けたことがある」と回答した企業に聞いたもの。
2.複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。

全体 31.4％

資料：（株）帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」（2023
年11～12月）
（注）1.  機関からの経営支援の有無とは、直近３年間 度における経営支援の利用状況を指す。
2.経常利益の変化率は2022年と2017年を比較したものである。



【テーマ⑪】中小企業の成長
【テーマ⑫】中小企業の成長投資
【テーマ⑬】中小企業の成長投資のための資金調達
【テーマ⑭】中小企業の成長に向けたＭ＆Ａ
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環境変化に対応する中小企業



                            

新たな需要を 得するための
行動をするべき

         

 加 値を高めるための行動

をするべき
         

損失を けるために 観する

べき（投資行動等は行わな
い）

       

     

     

     

① 足下では、約９割の中小企業が投資行動に意欲的な経営方針を示している。挑戦意欲のある
中小企業は、域内経済の牽引や外需 得に貢献し、 上げを可能にする持続的な利益を生み
出すような企業へ成長することが期待される。こうした投資行動に意欲的な企業は、日本経済全
体の生産性向上の観点からもプラスの効果があるものと考えられる。

② 今は投資行動に  的でない中小企業も一定数見られるが、刻々と変化する外部環境に対応
するためには、小さな取組でも行動していく姿勢が、経営にとっても良い効果を えるものと考えら
れる。

図１ 約９割の中小企業が
投資行動に意欲的

労働生産性の変化率（中央値、経営方針別）
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【テーマ⑪】中小企業の成長

図２ 投資行動に意欲的な中小企業は
経常利益、労働生産性共に高めている傾向

経常利益の変化率（中央値、経営方針別）

     

     

     

新たな需要を 得するための行動をするべき

 加 値を高めるための行動をするべき

損失を けるために 観するべき（投資行動等は行わない）

中小企業の経営方針（2023年）
（n=19,025）

資料：（株）帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組
に関する調査」（2023年11～12月）
（注）1.2023年における経営方針について、「当てはまるものはない」と回答した
企業を除く。
2.経常利益、労働生産性の変化率は2022年と2017年を比較したものである。

全体 33.4％

          

新たな需要を 得するための
行動をするべき

         

 加 値を高めるための行動

をするべき
         

損失を けるために 観する

べき（投資行動等は行わな
い）

         

    

    

     

全体 0.4％



                    

  

  

   

   

   

     
    

     

（    年度    ）

（年度）

    年度に実施した企業（       ）

    ～    年度の間一切実施していない企業（       ）

                    

  

  

   

   

   

     

    

     

（年度）

    年度に実施した企業（     ）

    ～    年度の間一切実施していない企業（        ）

（    年度    ）

【テーマ⑫－１】中小企業の成長投資

① 企業の成長には、人への投資（人 育成の取組等）のほかにも、設備投資、Ｍ＆Ａ、研究開
発投資といった投資行動が有効である可能性がある。

② 成長に向けては、必要な経営資源を確保し、外部の市場環境にも目を向けながら、 社にとっ
て最適な成長投資を検討していく戦略が められる。

図１ 投資行動を実施した企業は、実施していない企業と比較し、売上高が増加

売上高の推移（研究開発投資の実施有無別）

22

売上高の推移（Ｍ＆Ａの実施有無別）売上高の推移（設備投資の実施有無別）

資料：経済産業省「企業活動基本調査」 編加工
（注）1.2017年度と比較した、2021年度までの売上高の変化率を見たもの。
2.ここでいう設備投資の実施とは、「有形固定資産当期取得額」が 期の売上高の10%より大きい場合をいう。
3.ここでいうＭ＆Ａの実施とは、「事業譲受」、「吸収合併」を実施した場合、及び「国内 会社」若しくは「海外 会社」を１社以上買収した場合をいう。 
4.ここでいう研究開発投資の実施とは、「 社研究開発 」及び「委託研究開発 」の合計額が０（調査票上の単位はそれぞれ百万円）より大きい場合を指す。 
5.2017年度時点において、中小企業基本法による中小企業の定義に該当する企業について集計している。 

                    

  

  

   

   

   

    

     

     

（年度）

（    年度    ）

    年度に実施した企業（     ）

    ～    年度の間一切実施していない企業（        ）
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 .  
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 . ％

    
    

        

    

    

        
    

    

    
    

    

    
        

    

    

    
    

資料：経済産業省「企業活動基本調査」 編加工
（注）1.「中小企業」は中小企業基本法における区分に基づく。
2.非一次産業について集計している。

図１ 設備投資額の推移（企業規模別）
図３ 売上高研究開発費比率の推移

（企業規模別）
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【テーマ⑫－２】設備投資やＭ＆Ａ、研究開発、デジタル化に取り組む中小企業が増加

図２ M＆A実施件数（左図）／M＆Aにより子会
社・関連会社が増加した企業割合の推移（右図）

図４ ソフトウェア投資比率の推移（企業規模別）

2021年度

譲渡側 3,403件

譲受側 3,275件

（出所）中小企業庁「中小企業
の経営資源集約化等に関する検
討会（第８回） 資料１ M＆
A支援機関登録制度実 報告
等について」（2023年３月16
日）
（注）1.2021年４月１日～
2022年３月31日にFA契約又
は仲介業務を提供する契約を締
結し、M＆Aの最終契約に至った
案件。
2.2021年度末時点で、M＆A支
援機関登録制度に登録のあった
FA・仲介業者からの報告を集計し
たもの。

資料：経済産業省「企業活動基本調査」 編加工
1.調査対象企業（n=17,341）に占める、国内の 会社・関連会社を買
収により１社以上増加させた企業割合の推移を見たもの。なお、2011年度
から2021年度まで連続で回答している企業を調査対象企業としている。
2.「中小企業」は中小企業基本法における区分に基づく。

                                

 

  

  

  

   

    

    

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
（注）1.  業・保 業を除く。2.設備投資は、ソ トウェアを除く。

（兆円）

資料：財務省「法人企業統計調査季報」
（注）1.  業、保 業を除く。
2. ソ トウェア投資比率は、ソ トウェア投資額を設備投資額で除し、100を乗じて算出している。

（年度）

                                        

 ％

 ％

 ％

 ％

 ％

  ％

  ％

  ％

     

    

（年期）

（後方４四半期移動平均）

（年度）

（年度）



       

                 

資  りが 定する

 済不要の資 を確保できる

出資者からの経営支援を受けられる

経営  等の 打ち 手

（出資者）ができる

  機関からの  が上がる

経営の 明性を担保できる

 バナンスの構 ・ 化につながる

     

     

     

     

     

     

    

【テーマ⑬】中小企業の成長投資のための資金調達

① 成長投資のための資 調達手段として、 クイティ・ ァイナンスは、定期的な償還が不要であり、
成長に向けて経営・事業面の様々な支援を受けられるといった効果がある。

②  クイティ・ ァイナンスの活用に当たっては、 バナンスの構 ・ 化を じた組織的な経営の仕組
みを適切に導入することが求められる。

図１ エクイティ・ファイナンスは成長資金に有効 参考 エクイティ・ファイナンスの活用に当たっては、
戦略的な経営等のガバナンスの強化が必要

資料：中小企業庁「中小 クイティ・ ァイナンス活用に向けた バナンス・ イ ンス」
（2023年６月22日）

経営理念を踏まえた
経営  ョンの策定

経営
理念

経営ビジョン

経営戦略

会社の根本的な 値観。企業
や経営者・経営陣・従業員が
取るべき行動の判断 ないし
判断の拠り所となるもの。

 社の目指す将来像。
経営理念に基づき、長期的に見て、
どのように社会に 値を提供し、
どのように企業 値を向上していくか。

経営  ョンの実現に至る道筋。
重要な成果指標の設定やその達
成のために必要な期間を踏まえた
経営計画の策定を含む。

経営  ョン
実現のために

経営戦略を具体化
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資料：（株）帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」（2023年11～12月）
（注）1. クイティ・ ァイナンスの活用状況について、「活用したことがある」と回答した企業に聞いたもの。
2. 「その 」、「 になし」と回答した企業を含む合計に対する割合を集計。なお、「その 」、「 になし」は表示していない。
3.複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。

       

                 

資  りが 定する

 済不要の資 を確保できる

出資者からの経営支援を受けられる

経営  等の 打ち 手

（出資者）ができる

  機関からの  が上がる

経営の 明性を担保できる

 バナンスの構 ・ 化につながる

     

     

     

     

     

     

    

エクイティ・ファイナンスの活用により期待するメリット
①資金調達手段の側面

外部株主から様々な
支援を受けることが
できる

会社の信頼や従業員
の意欲を高めることが
できる

定期的な償還
が不要

②外部株主が加わるという側面

外部株主を意識した
 バナンス 化

ガバナンス

 バナンスの取組を じた
外部株主からの支援の 得

エクイティ・ファイナンス

（戦略的な経営）



                    

  

   

   

   

   

     
    

    

        

     

     

     

    

    年度に実施した企業（     ）

    ～    年度の間一切実施していない企業（        ）

（年度）

（経常利益     年度    ）

図２ 最低手数料の分布（支援機関別、金額別）
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【テーマ⑭】中小企業の成長に向けたM&A

図１ Ｍ＆Ａ実施企業の業績推移

最低手数料の分布（支援機関別）経常利益の推移（Ｍ＆Ａの実施有無別）

労働生産性の推移（Ｍ＆Ａの実施有無別）

資料：中小企業庁「手数料に関するアン ート調査」
（出所）中小企業庁「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会（第８回） 資料１ M＆A支援機関登録
制度実 報告等について」（2023年3月16日）
（注）1.M＆A支援機関に登録しているFA・仲介業者2,823者のうち、実 報告のあった719者にアン ートを実施。 
（回答460者、回答率64％）
2.最低手数料の分布（支援機関別）については、外れ値としてグラ 上に表示されていないが、最低手数料の最高額は
3,000万円が１者、2,500万円の支援機関も12者存在している。

資料：経済産業省「企業活動基本調査」 編加工
（注）1. 2017年度と比較した、2021年度までの経常利益、労働生産性の
変化率を見たもの。
2.労働生産性  加 値額／従業員数で計算している。 
3.ここでいうＭ＆Ａの実施とは、「事業譲受」、「吸収合併」を実施した場合、及
び「国内 会社」若しくは「海外 会社」を１社以上買収した場合をいう。 
4.2017年度時点において、中小企業基本法による中小企業の定義に該当する
企業について集計している。 

最低手数料の分布（金額別）

                    

  

  

   

   

   

     
    

    

         

     

          

    

    年度に実施した企業（     ）

    ～    年度の間一切実施していない企業（       ）

（年度）

（労働生産性     年度    ）
（件）



【テーマ⑮】小規模事業者の経営課題
【テーマ⑯】小規模事業者の売上げの確保
【テーマ⑰】起業・創業による新たな担い手
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経営課題に立ち向かう小規模事業者



① 小規模事業者は、中小企業と比べて売上不振の割合が高く、厳しい経営環境にある。

②  に小規模事業者は販路開拓や人手不足、資金繰り等の経営課題を重視する傾向にあり、こ
れらの課題に対応しながら、売上げを確保し事業を持続的に発展させていくことが重要。

図１ 小規模事業者は中小企業に比べて売上不振の
割合が高い

図２ 小規模事業者は、販路開拓・マーケティング、
人手不足、資金繰り等の経営課題を重視

小規模事業者が重要と考える経営課題（上位10項目）経営上の問題点（企業規模別、2023年10ー12月）

資料：EYストラテ ー・アン ・コンサルティング（株）「小規模事業者の事業活動に関する調査」 
（2023年12月）
（注）「 にない」を除く上位10項目を表示している。
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【テーマ⑮】小規模事業者の経営課題

資料：（株）日本政策  公庫総合研究所「全国中小企業動向調査（小企業編）」、「全国中小企業動向調査
（中小企業編）」より中小企業庁作成
（注）1.ここでいう小企業とは、（株）日本政策  公庫取引先のうち、原則として従業員20人 満の法人及び 
人の事業者をいう。中小企業とは、（株）日本政策  公庫取引先のうち、原則として従業員20人以上の企業をいう。
2.小企業における「その 」は、「設備老朽化等」、「  回収条件の悪化」、「  支 条件の悪化」、「借入難」、「そ
の 」、「 に問題なし」を合計したもの。
3.中小企業における「売上不振」は、「売上・受注の停 、  」をいう。「利益  」は、「製品 や値下げの要 」、
「人件 や支 利 等の増加」を合計したもの。「その 」は、「生産能力の不足」、「合理化不足」、「  回収の悪化」、
「借入難」、「その 」を合計したもの。
4.小企業編（小企業）の有効回答数は5,888企業、回答率は58.9％。中小企業編（中小企業）の有効回答数
は4,978社、回答率は39.6％。
5.小数点第２位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100％にならない。

                         

 ％   ％   ％   ％   ％   ％   ％   ％   ％   ％    ％

                        

小企業

中小企業



① コストを把握した適正な価格の設定や、顧客ターゲットの明確化を行った上で新規顧客の 得
に取り組むことで、売上高の増加につながることが期待される。

図２ 顧客ターゲットの明確化を行っている事業者ほど、
2023年の年間売上高が増加する見通し

図１ コストを把握している事業者ほど、自社製品・
サービスの優位性を価格に反映できている

資料：（株）東京商工 サーチ「中小企業の 加 値向上に関するアン ート」
（注）1.競合 社と比較した際の 社の主な製品・サー スの優位性（総合  ）について、「大きく
優位」又は「やや優位」と回答した企業に対して、優位性が  に 分反映されているか聞いたもの。
2. 調査は2019年11～12月にかけて、従業員５名以上の中小企業を対象に実施されたもの。

製品・サービスの優位性の価格反映状況
（個々の製品・サービスごとのコスト把握状況別）
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2023年の年間売上高見通し
（顧客ターゲットの明確化状況別、2019年比）

資料：EYストラテ ー・アン ・コンサルティング（株）「小規模事業者の事業活動に関する調査」
（2023年12月）
（注）1.2019年時点と比較した、2023年の年間売上高の見 しを確認したもの。
2.ここでの「年間売上高」とは、１月から12月にかけての売上高の合計を指す。
3.「2019年時点で事業を開始していない」と回答した事業者は除いている。
4.ここでの「明確にできている」とは、顧客ターゲットの明確化の状況について、「 分明確にできている」、
「ある 度明確にできている」と回答した事業者の合計を指す。ここでの「明確にできていない」とは、顧客
ターゲットの明確化の状況について、「どちらともいえない」、「あまり明確にできていない」、「明確にできてい
ない」と回答した事業者の合計を指す。
5.販路開拓に向けた取組について、「取り組んでいない」と回答した事業者は除いている。

【テーマ⑯】小規模事業者の売上げの確保



① 創業にチャレン しやすい環境の中で、起業・創業により新しい事業者が生まれ、新たな担い手
が参入することも重要である。

② こうした新たな担い手の参入は、労働生産性の向上につながる可能性がある。
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【テーマ⑰】起業・創業による新たな担い手

図１ 開業費用の少額化
が進んでいる

図２ 29歳以下の起業
者数は増加傾向

図３ 新規開業に占める構成比の変化

図４ 開業企業は存続企業と比較して労働生産性が
高い傾向にある

資料：総務省・経済産業省「平成28年、令和３年経済センサス活動調査」 編加工
（注）1.ここでの「開業企業」とは、2021年に存在が確認できた企業のうち、2016年時点で存在
が確認できなかった企業を指す。
2.ここでの「存続企業」とは、2016年と2021年の二時点で存在が確認できた企業を指す。

資料：総務省「就業構造基本調査」
（注）ここでの「起業者」とは、「 営業主」
及び「会社などの役員」のうち、今の事業を
 ら起こした者を指す。

29歳以下の起業者数の推移開業費用の平均値及び中央値の推移 新規開業における業種別構成比の変化（上位４業種、2014～2022年度）

+0.6

+0.9

+1.2

+2.0

0.0 1.0 2.0 3.0

 報  業

不動産業，物品  業

  研究，  ・  サー ス業

宿泊業，  サー ス業

（%Pt）

資料：（株）日本政策  公庫総合研究所「2023年
度新規開業実態調査」
（注）日本政策  公庫国民生活事業が2022年４月
から 年９月にかけて 資した企業のうち、 資時点で開
業１年以内の企業7,032社（不動産  業を除く）が
対象。（回収率25.4％）

開業企業・存続企業の労働生産性（中央値）

資料：厚生労働省「 用保 事業年報」より中小企業庁作成
（注）ここでいう「新規開業」は、当該年度に 用関係が新規に成立した新規適用事業所をいう。



【テーマ⑱】中小企業・小規模事業者を支える支援機関
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中小企業・小規模事業者を支える支援機関



① 支援機関の活用効果は高く、支援機関は地域の中小企業にとって重要な存在。

② 支援機関の活用が広がり、  内 が高度化する中で、支援機関の人員不足や支援ノウハウ・
知見の不足が顕在化。 の機関との連携も含め、支援体制の強化が必要。

図１ 事業者の８割以上が、支援機関を「頻繁に
活用している」、「ある程度活用している」と回答

事業者における支援機関の活用状況

他機関との連携が経営課題全般の解決に与える効果

図４ 支援機関の約９割が、他の支援機関との連携
が経営課題の解決につながっていると回答
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【テーマ⑱】中小企業・小規模事業者を支える支援機関

（図１、２）資料：EYストラテ ー・アン ・コンサルティング（株）「小規模事業者の事業活動に関する調査」（2023年12月）

2023年の営業利益の見通し（支援機関の活用状況別）

（図３、４）資料：EYストラテ ー・アン ・コンサルティング（株）「中小企業支援機関の現状と課題に関する調査」（2023年12月）

図２ 支援機関を活用している事業者ほど利益は高い

図３ 「支援人員の不足」や「支援ノウハウ・知見の
不足」が課題とされている

事業者に対して支援を行う際の課題（上位３項目）

（注）1.ここでいう「支援機関」とは、商工会、商工会議所、よろず支援拠点、  機関、 ・法務関係士業、中小企業診断士、コンサルタント等の認定経営革新等支援機関等を指す。
2.図２について、ここでいう「活用している」とは、事業活動における支援機関の活用状況について、「頻繁に活用している」又は「ある 度活用している」と回答した事業者を指す。ここでいう
「活用していない」とは、事業活動における支援機関の活用状況について、「どちらともいえない」、「あまり活用していない」又は「活用していない」と回答した事業者を指す。
3.図３について、複数回答のため、合計は必ずしも100％にならない。
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【参考事例①】新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えた取組

休業を事業変革の機会と捉え、事業再構築を通じて
黒字転換を実現した企業

➢ 株 会社ホテル松本楼は、 県中部の伊香保温泉で、
温泉旅館の経営を行う企業。（資本 1,000万円、従
業員数118名）

➢ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による休業期間中も、
従業員の解雇や休職・減給は一切行わず、従業員向け
の多種多 な勉 会を実施し、接客スキル向上に注力。

➢ 感染拡大以降に生じた需要変化に目を付け、事業再構
築補助金を活用して地域内初のパン店「伊香保ベーカ
 ー」を立ち上げ、顧客ニーズに即した幅広い商品を展開
して業績を拡大。廃業ホテルを改修し、犬と宿泊できるホテ
ルも開業。

➢ 全客室へのタブレット 入を行って 人向けサー スも 化
し、従業員の負担軽 ・勤務環境改善だけでなく、顧客満
足度向上やリピーター増加に貢献。

➢ 事業の多角化が業 回復に寄 、現在では総売上高が
感染拡大前の水準まで回復、黒字転換を実現。

株式会社ホテル松本楼（群馬県渋川市）

伊香保ベーカ ー松本光男社長とおかみの由起氏

「ゼロゼロ融資」後の支援に取り組む支援機関

➢ 岐阜県 用保証協会は、約２万4,000者が利用する 
用保証協会。

➢ 「 間ゼロゼロ融資」の返済開始時期に向けて、2022年
２月に「ポストコロナサポート室」を新設。返済が始まる事
業者に対し、訪問による経営支援に取り組んでいる。

➢  会は、「経営者に腹を割って話してもらえる環境を え
る」べく金融機関との連携を重視。2024年２月までに約
1,600者を訪問した。「オール協会体制」を掲げ、 員の
対話力や支援能力の向上に取り組みながら、 会の ウ 
ウを集約し、事業者に寄り添った支援を行っている。

岐阜県信用保証協会（岐阜県岐阜市）

ターゲティングにより売上増加を達成した企業

➢ 珈琲ゆるりんは、 市中心部の近隣で喫茶店等を営む事
業者。（従業員数８名）

➢ 岐阜県よろず支援拠点の支援を受けながら、既存の来店
客の実態を調査し、現状を把握。40～50歳 の女性を
新たなターゲットとして明確に設定し、ターゲットを想定し
たメニューの拡充に取り組むとともに、看板のデザイン変更
や 器の刷新等を行った。

➢ 一連の取組の結果、ターゲット層の取り込みに成功し、集
客力が向上。感染症の感染拡大以降で売上増加を達成
し、感染症の影響を乗り越えた。

珈琲ゆるりん（岐阜県岐阜市）



➢ 有限会社黒潮重機興業は、建設用の重機や資 の 搬
サー スを  に行う  業の企業。（資本 3,000万
円、従業員数18名）

➢ 2024年４月に 転手の時間外労働の上限規制の適用
により、人手不足が深刻化するとされる「2024年問題」へ
の対応を見据え、独自の運行管理システム「KRSION
（クロシオン）」を開発・導入。全 転手がタブレットを活
用し、GPS（全地球測位システム）による現在地確認や
 行状況、搬 先の詳細 報の共有が アルタイムで可能
に。

➢ 配車効率の向上、 転手の業務や管理業務を一元化、
発注の即応力を高めたことで、大手顧客からの受注増と
残業時間削減・人材採用・定着の強化を同時に実現。

➢ また、 システムを全国の 業 社向けに外販するため、
2024年に  ースを 定。
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【参考事例②】経営環境の変化に対応する取組

「2024年問題」に向けた投資により、業 効率化や
人材採用・定着の強化を実現した企業

有限会社黒潮重機興業（宮城県多賀城市）

タブレットを使う 転手菅原隆太社長

「脱炭素・廃棄物ゼロ」の取組で競争力を増す企業

➢ 久保井塗装株 会社は、 動車部品、建  物、航空
宇宙部品等の工業塗装を手掛ける企業。（資本 
5,300万円、従業員数20名）

➢ 揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制が められる中、
環境負荷低減が競争力向上につながると考え、IoTを活
用した高効率塗装技術の開発・実用化に成功。

➢ 2035年までの脱炭素・廃棄物ゼロの実現を目標に、 
生可能  ルギーへの転 や、事業所内の  ルギー  
量を最小限に抑えるマ  メントシステム開発に取り組むな
ど、ビジネスモデルの変革を進めている。

久保井塗装株式会社（埼玉県狭山市）

DXによる多角化経営で成長を続ける企業

➢ グラン 印刷株 会社は、シルクスク ーン印刷  を基
盤に、広告看板・サイン、 紙などのデザイン・印刷を手掛
ける企業。（資本 1,200万円、従業員数55名）

➢ 経営環境の変化を契機に、ビジネスモデルの変革を進め
るべくDXに着手。 報の一元管理が可能となったことで、
業務効率改善が進むとともに、顧客データの蓄積・分析を
通じて年間２～３件の新規事業創出が常態化。

➢  社開発の基幹システムを活用して各事業を統合・連携
する「連邦多角化経営」を掲げ、新規事業で蓄積した販
売データを更なる新規事業につなげる好循環を実現。

グランド印刷株式会社（福岡県北九州市）
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【参考事例③】事業承継と事業承継を支える取組

早期から支援機関に相談し、M&Aを進めたことで、
地域の伝統を守ることができた企業

➢ 株 会社山本味噌醸造場は、味噌製造を手掛ける企業
である。（資本 950万円、従業員数11名）

➢ 山本幹雄氏は、事業に従事する 族の高齢化や、後継
者不在の状況から、地域の伝統の味を今後も守っていくこ
とに不 を感じ、47歳の時に事業承継を決意。

➢ まず、上越商工会議所に相談し、第三者承継を進め、そ
の後、マッチングの可能性を広げるため、新潟県事業 継・
引継ぎ支援センターの勧めで、2022年4月にM&A総合
支援プラット ォーム「BATONZ」へ登録。 年7月には株
 会社PEAKSの 崎努社長と独占交 に入った。

➢ 地域に密 した事業継続にこだわりを持つ山本氏と、既存
事業の経営が確立された製造業者を めていた 崎社長
の意向が合致。登録してから約1年後の2023年3月に
成約に至った。

➢ 成約後は、両者それぞれが  性を持って取り組める業務
分担とし、それぞれ力を発揮。今後は、新しい商品や販売
アプローチを取り入れつつ、地域の伝統の継続を目指す。

株式会社山本味噌醸造場（新潟県上越市）

味噌を醸造する工場の外観

M＆Aと経営統合の取組を通じ、成長する企業

➢ 長 テクトロングループは、主に入力装置の製造を手掛け
る長 テクトロン株 会社を中核とする企業グループ。
（資本 5,000万円、グループ計従業員数140名）

➢ 2023年９月現在で傘下のグループ企業は７社。今後も
  的なM＆Aにより、ニッチトップで独自のプロダクトを
持った企業グループの形成を目指す。

➢  社は経営統合に当たって、頻繁に訪問して関係を深め
つつ、買収先の経営方針を最大限尊重するという方針を
貫く。また、買収先の経営改善では、グループ内の取引拡
大など、売上げを高める支援を最優先に取り組んでいる。

長野テクトロングループ株式会社（長野県長野市）

事業承継支援に取り組む地方公共団体

➢ 豊岡市は、市内企業の後継者不足による廃業が増加す
る中、円滑な事業 継に向けて、より 別の事 に踏み
込んだ事業 継支援に取り組む 治体。

➢  市は但馬 用 庫とココホレ ャパン株 会社との間で
三者間連携協定を締結、事業を「継いでほしい人」の情
報をWebサイト上に掲載し、「継ぎたい人」を全国から募
集する「兵庫県豊岡市継業バンク」を開設した。

➢ 2024年３月時点で４件の事業承継が実現。３者がそ
れぞれの みをいかし、きめ細かな支援を行っている。

豊岡市（兵庫県）

地元名物の「雪ん みそ」



➢ 株 会社森清化工は、機 や配管で流体を密封するた
めに使用されるゴム製部品「Ｏ ング」を 業で製造する企
業。（資本 5,000万円、従業員数150名）

➢ 製造  者を中心に人手不足が深刻化する中、製造現
場と販売管理の両面で  的な設備投資を実施。業 
の標準化・自動化を進めて生産性の向上を図るとともに、
勤 形態の多様化や賃上げを実施し、人 確保に向け
て働きやすい 場環境づくりに取り組んできた。

➢  社では年間約２億 のＯ ングを生産し、品 保持の
ため全数検査において、製品検査工程の約６割をカバー
する自動検査装置を 入。品 の 定化による製品の 
加 値向上と 時に、人手不足による生産制約を解消。

➢ さらに、EDIを活用した販売管理システムにも投資。納期
や製品在庫の管理、見 りや  ・納品書の作成といった
属人化しやすい細かな販売管理業務を簡素化・標準化し、
業務効率化・従業員への負荷軽 につなげている。
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【参考事例④】省力化投資と人への投資の取組

積極的な省力化投資を図り、人手不足による生産制
約の解消と、持続的な賃上げを実現した企業

株式会社森清化工（東京都墨田区）

従業員の技術力向上と自主性の醸成に取り組む企業

➢ 株 会社九州電化は、めっき加工を手掛ける企業。（資
本 1,000万円、従業員数95名）

➢  社の みは「現 の名工」を２名輩出した高度な  
力。そのような高い技術力を維持・発展させていくために、
人材育成は 社において将来に向けた重要な命題。

➢ 基礎   得のために手動ラインを活用する「めっき道場」
での育成、国家資 「電気めっき 能士」の取得に向けた
独自のe-ラーニング実施などを行う。これらの取組が、従業
員の技術力の向上とモチベーションアップにつながっている。

株式会社九州電化（福岡県福岡市）

「人」への投資により人材を確保し、成長する企業

➢ 二九精密機 工業株 会社は、工業製品のコア機構部
の開発と設計、製造を手掛ける企業。（資本 9,000万
円、従業員数283名）

➢ 「家庭が一番、仕事はその次！」という理念の下、 場環
境の 備を 社の大切な「人」への投資と捉え、従業員が
「 分」を大切にできる 場づくりに取り組んだ。その結果、
事業拡大とともにこの10年間で従業員数は約３倍に増加、
過去３年間の新卒定着率も約76 と高水準を達成。

➢ 「事業の継続と発展には若手人材の採用と育成が重要で
ある」と、若手人 の成長を 社の成長にもつなげている。

二九精密機械工業株式会社（京都府京都市）

毛利栄 社長 多品種のＯ ング
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【参考事例⑤】成長に向けた投資行動の取組

買収先の早期収支改善とグループ人材の多様な活用
を重視し、M＆A・グループ化戦略で成長する企業

➢ 磐栄ホールディングス株 会社は、物流事業を中核とした
企業グループの持ち株会社。（資本 1,000万円、グ
ループ計従業員数2,300名）

➢  社は、東日本大震災による危機を契機に、事業規模の
拡大に乗り出した。2014年、  機関の紹介で後継者
不在の  会社を買収したことを皮切りに、同業種（物
流業）のＭ＆Ａを  的に進めるようになった。

➢  社は、買収直後から、グループ企業の収支改善に取り
組むことを重視。まずは、グループ企業への役員の派遣、
間接部門の統合などにより、経営の効率化・合理化を図り、
設備・拠点の共有や燃料・車両の共同購入によるコスト
低減などにより、早期の収支改善を実現してきた。

➢ 2023年度時点のグループ企業数は63社に上る。グルー
プ規模の拡大によりグループ内で多様な人材を発掘、各
人の経験や得意分野をいかしたグループ内横断的な人
事配置や新規部署の立ち上げなども行い、成長を続ける。

磐栄ホールディングス株式会社（福島県いわき市）

グローバルニッチトップ志向で成長を実現した企業

➢ 京西テク ス株 会社は、計測器・医療機器・  機器
など電 機器サー ス、 ット ーク設計、構 、 用管理
等を手掛ける企業。（資本 8,000万円、従業員数
427名）

➢ 成長にはニッチ分野で勝ち抜くことが重要と考え、 社の
業界を分析し、メーカー 断的な修理等のワンストップ対
応に活路を見いだした。成長に向けた長期経営構想の下、
人 育成、Ｍ＆Ａ、資 調達等に取り組んでいる。

➢ 成長の実 が更なる成長につながっており、新たな技術を
活用した省力化や、地域貢献の拡大にも取り組んでいる。

京西テクノス株式会社（東京都多摩市）

エクイティ・ファイナンスを活用し、成長する企業

➢ 株 会社大都は、DIY用工具等のECプラット ォームを展
開する企業。（資本 5,000万円、従業員数27名）

➢  社は老舗工具問屋であったが、経営改善を図るべく付加
価値の出しにくい卸売業から全面撤退し、EC販売に転換。

➢ スピード感を持って事業拡大を進めていくため、大規模な
資金調達を検討。 バナンスの構 と事業計画の洗練を
進め、株 会社グロー ス・キャピタル・パートナーズなどを引
受先とする、出資を受けるに至った。

➢ 調達資 を活用し、経営人 の確保とECプラット ォーム
を構 。 2017年に約38億円だった売上高は、2022
年には約71億円に増加、飛躍的な成長を実現。

株式会社大都（大阪府大阪市）

村田裕之社長 グループ企業が保有する物流 ル
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【参考事例⑥－１】売上げの確保と地域の経済・文化を支える取組

製品の原価を把握しながら、価格設定を見直すことで
収益改善を果たした企業

➢ LEATHER WORK MAKEは、皮革製品の製造・販売を
行う事業者。（従業員数３名）

➢ 受注が順調に入る一方で、利益は赤字であり、事業継続
に必要な 転資 が  する状況にあった。

➢ 沖縄県よろず支援拠点の支援を受けた際、原 料 に利
益を乗せただけで、製品  を設定しており、人件 や水
道・光熱 等の製造にかかる 用を考慮していないことが
課題と判明。

➢ よろず支援拠点の 言を受け、製品を作る際にかかった時
間や 用を製造工 ごとに計測し、製品の原価を把握し
た上で、 分な利益を確保できるよう  設定の見直しを
図った。また、その根拠を顧客に明示できるよう工夫した。

➢ 商品単 は上がったものの、その根拠を適切に示したことで、
顧客数への影響なく、収益の改善を果たすことに成功した。

LEATHER WORK MAKE（沖縄県北谷町）

山城良太氏 LEATHER WORK MAKEの皮革製品

住 の買い物需要に応えるなど、地域を支える企業

➢ せち るストアーは、地元の生鮮 品や総菜を主力商品と
する 料品店を営む事業者。（従業員数６名）

➢ 佐 保市 知原町の中心部にあった 料品店の閉店を
受け、地域内に「買い物難 」が発生することを防ぐべく、
 店に 菜を していた西山寛 氏と、総菜を していた
山本照江氏が共 経営者として、佐世保市北部商工会
の支援を受け、立ち上げた。

➢ 地域に食料品店を存続させ、住 の買い物需要に応え
ることにつながっているほか、 用創出、生産者の出荷先、
住民の寄り合い所として地域を支える存在となっている。

せちばるストアー（長崎県佐世保市）

地域の伝統文化の発信と、事業発展に取り組む企業

➢ 株 会社京屋染物店は、1918年創業、祭り関連製品を
取り扱う企業。（資本 500万円、従業員数13名）

➢ 半纏（はんてん）や浴衣などの祭り商品が主な収入源で
あり売上げの季節変動が大きいという課題を抱えていた。

➢ そこで、 社の蜂谷悠介社長は伝統技術をいかし、 ラン
スの靴ブラン 「コーランクール」やアウト アメーカーの「ス ー
ピーク」など、他企業とのコラボによる新商品開発を実現。

➢ 取組の結果、蜂谷社長就任時（2010年）と比較し、売
上高は３ に増加。今後も、伝統文化の発信と、更なる
事業発展を目指して取り組む方針である。

株式会社京屋染物店（岩手県一関市）
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【参考事例⑥－２】地域の経済・文化を支える取組

環境変化に対応し新たな書店の姿を模索する企業

➢ 株 会社啓林堂書店は、「啓林堂書店」を中心として、奈
良県内に５店舗の書店を 営する企業。

➢ 1974年の創業以来、 社は地域に根ざした書店として、
文化拠点の役割を担ってきた。しかし、デ タル化が進展し
ていく中で、３ 目の林田幸一社長は「本を買う場所」に
とどまらない書店の在り方が今後 められるようになると考
え、2022年には事業再構築補助金等を活用しながら新
規事業に取り組むなど、新たな書店の姿を模索し始めた。

➢ 2023年12月、 社は「何にもとらわれず読書を純粋に 
しめる空間」として、既存店舗を改装しカフェ等を併設した
「書院」を開業。落ち着いた環境で本を読むことそのもの
を心静かに楽しむ時間を提供している。

➢ 書店が次々と閉店する現状に対し、今後も本を中心に据
えた新しい形をつくり、書店の 来に しでも明るい兆しを
感じられるよう取り組んでいく。

株式会社啓林堂書店（奈良県大和郡山市）

心赴くままに本と過ごす場所「書院」

地震の被害を乗り越え教科書販売を行う企業

➢ 有限会社いろは書店は、 市で唯一、一般書を扱う「いろ
は書店」を 営する企業である。

➢ 1949年の創業以来、地域密 型の書店として、同市の
文化拠点としての機能を果たしてきた。

➢ 2024年１月、能登半島地震の被害を受け、「いろは書
店」店舗の１階部分が 壊した。約１万冊の書籍が下敷
きとなり、営業ができない状態に陥った。

➢ しかし、教科書が必要な時期に営業を再開しなければな
らないとの使命感から、知人のテナントを借りて 年３月
下旬には教科書販売に絞って営業を再開。教科書以外
も含めた「本屋」としては、 年４月の 開を目指した上で、
2025年夏頃までの本 復旧を目指す考えだ。
（2024年３月29日時点）

有限会社いろは書店（石川県珠洲市）

被災した旧店舗の外観 店主の八木久氏と仮店舗の外観

出所：啓林堂書店（https://www.books-keirindo.co.jp/%e5%a5%88%e8%89%af%e5%ba%97/992558/）
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【参考事例⑦】支援機関の支援能力向上に向けた取組

支援能力向上と支援機関同士の連携を図り、多様な
課題に対応する支援機関

➢ 石川方部商工会広域連携協議会は、 島県石川郡の
五つの商工会で構成されている。

➢  会の藤田達夫主任広域経営指 員は、事業者からの
  内 が多 化する中、組織としての支援能力の底上
げや支援体制の 化が必要と考えていた。

➢ 2020年には、経営指導員の業 を補助する経営支援員
を対象とした研修を実施。事業者の課題の把握につながる
「対話と傾聴」や持続化   の  ・  業務に関する
スキル等を んでもらったことで、経営支援員の能力向上が
図られた 、経営指導員がより高度な支援に集中できる
ようになった。

➢ また、外部の専門家とのネットワーク構築にも注力。  
家と協議会の 員がチームを組み、事業者の課題解決に
つなげた案件も出ており、 会の事業者に対して必要な支
援を円滑に届けられる体制を えている。

石川方部商工会広域連携協議会（福島県）

藤田達夫主任広域経営指 員 研修会の  

現場の支援機関の支援能力向上を支える広域機関

➢ 一般社団法人埼玉県商工会議所連合会は、埼玉県内
の事業者に対する経営面の支援活動を行う商工会議所
の広域機関として、県内の広域課題や各商工団体が抱え
る困難案件の解決と 員の育成を実施している。

➢ 同会は、所属の広域指導員を中心として、県内の商工
会議所を跨ぐ横断的なコーディネートに取り組んでいること
が 長。現場の商工会議所による支援先訪問に、同会の
広域指導員も同行するなど、実 を通じたノウハウの共
有等が、地域全体の支援能力の向上につながっている。

一般社団法人埼玉県商工会議所連合会（埼玉県）

支援能力向上に外部研修を活用する支援機関

➢ 土浦商工会議所は、経営  を始め、講 会や各種イ
ベントなど、地域経済の発展に取り組む支援機関。

➢ 一定以上の規模の企業支援へのノウハウが乏しいという
課題に対し、2022年に関東経済産業局が開始した
「OJT事業」を活用。経営指 員らは課題設定型支援の
手法を実践的に んだ。

➢ 事業終了後には、関東経済産業局、茨城県よろず支援
拠点を巻き込み、課題設定型支援の手法を ぶグループ
 ークを取り入れた県内経営指導員研修カリキュラムを刷
新、更なる支援能力の向上に取り組んでいる。

土浦商工会議所（茨城県）
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